
 

 

 

令和７年度 

包括外部監査結果報告書 

【概要版】 

 

「地方独立行政法人市立吹田市民病院の出納その他

の事務の執行について」 

 

 

 

 

吹田市包括外部監査人 

弁護士 久保井 聡明 

 

 



1 / 56 

目次 

第１編 外部監査の概要................................................................................. 4 

第１ 監査の種類 ................................................................................................................ 4 
第２ 選定した特定の事件（テーマ） ................................................................................. 4 
１ テーマ ......................................................................................................4 
２ 監査対象部局 ............................................................................................4 
３ 監査対象期間 ............................................................................................4 
４ 特定の事件との利害関係 .............................................................................4 

第３ 特定の事件（テーマ）を選定した理由 ....................................................................... 4 
第４ 外部監査の方法 ......................................................................................................... 5 
１ 監査にあたって重視すべきと考えた 7 つの観点 ................................................5 
(1) 法律上、地方独立行政法人はどのようなことが期待されているのか（観点①～④） ....5 
(2) 政策医療を担う公立病院の経営が全国的に困難な状況にあり、吹田市民病院も同様
であること（観点⑤） ...........................................................................................6 
(3) 多くの医療機関が集積している吹田市の特徴（観点⑥） .....................................6 
(4) 病院事業を今後も継続的にかつ適正に運営していくために必要な体制整備ができて
いるか（観点⑦） ................................................................................................6 
２ 7 つの監査の観点を踏まえた具体的な監査項目 ...............................................6 
(1) 監査の項目①-地方独立行政法人として政策医療・高度医療を適切に実行している

か 7 
(2) 監査の項目②-吹田市という医療体制が整備されている地域において他病院などとの

適切な連携が行われているか .............................................................................7 
(3) 監査の項目③-厳しい経営状況が続く中、今後も病院事業が持続可能となるような取

組（損益管理、予算作成、ＰＤＣＡなど）が行われているのか ......................................7 
(4) 監査の項目④-不採算な政策医療・高度医療を担う地方独立行政法人に対して運営

費負担金制度が適切に運用されているか ..............................................................7 
(5) 監査の項目⑤-地方独立行政法人化 10 年を経過して地方独立行政法人化の効果

検証 ...............................................................................................................8 
(6) 監査の項目➅-医師の働き方改革などへの対応 ...............................................8 
(7) 監査の項目⑦-地方独立行政法人として適正に、効率的かつ効果的に病院事業を運

営しているか（主に契約事務、債権管理）...............................................................8 
(8) 監査の項目⑧-個人情報保護、サイバー攻撃など情報セキュリティへの対応、公益通

報制度の整備、医療安全管理体制の整備など .......................................................9 
３ 具体的な監査手続・監査の手法 .................................................................. 11 



2 / 56 

第５ 包括外部監査実施期間 ............................................................................................. 12 
第６ 外部監査人及び監査人補助者 .................................................................................. 12 
１ 外部監査人 ............................................................................................. 12 
２ 監査人補助者 .......................................................................................... 12 
３ 利害関係 ................................................................................................ 12 

第７ 定義等 .................................................................................................................... 12 

第２編 吹田市民病院の全般に関する報告 .................................................. 13 

第１ 吹田市民病院の概要 ................................................................................................ 13 
１ 施設概要等 ............................................................................................. 13 
２ 診療科 ................................................................................................... 14 
３ 病院組織図（令和 6 年 4 月 1 日時点） .......................................................... 15 
４ 役員の状況（令和 7 年 7 月 1 日時点）（吹田市民病院ホームページ） ................. 16 
５ 職員数（正規職員）（令和 6 年度業務実績報告書による） ................................. 16 
６ 病院理念 ................................................................................................ 16 
７ 吹田市民病院の特色 ................................................................................ 16 

第２ 地方独立行政法人制度の概要と吹田市民病院の地方独立行政法人化の経緯 ............... 17 
１ 地方独立行政法人の制度概要.................................................................... 17 
(1) 地方独立行政法人法上の定義.................................................................... 17 
(2) 地方独立行政法人法の特徴 ....................................................................... 17 
(3) 一般的に指摘される地方独立行政法人化のメリット、デメリット ............................ 18 
２ 吹田市民病院の地方独立行政法人化の経緯 ................................................ 18 

第３ 吹田市内の総合病院の設置状況、北大阪健康医療都市（健都）、かかりつけ医との連携

など 18 
１ 吹田市内の総合病院の設置状況 ................................................................ 18 
２ 大阪府地域医療構想の概要と吹田市民病院の果たすべき役割 ......................... 19 
３ 北大阪健康医療都市（健都）について .......................................................... 19 
４ 隣接する国立循環器病研究センターとの連携事例 .......................................... 21 
５ 患者支援センター、かかりつけ医との連携など ................................................ 21 



3 / 56 

第 3編 吹田市民病院の事業の状況 ............................................................. 23 

第１ 第 3期中期目標（令和 4年 4月～8年 3月）の概要と見込み評価結果など ............... 23 
第２ 令和 6年度の決算の状況と予算と決算の乖離 ........................................................... 27 
第３ 近時の吹田市議会で吹田市民病院をめぐって行われた議論 ...................................... 28 

第４編 公立病院の置かれた状況、及び吹田市民病院と 隣接自治体の公立病
院などとの経営状況の比較 ........................................................................... 29 

第１ 全国の公立病院の置かれた厳しい経営環境 .............................................................. 29 
第２ 病院経営指標の比較から見える吹田市民病院の現状と課題 ...................................... 31 
１ 経営比較分析表 ....................................................................................... 31 
２ 吹田市民病院の各指標の状況と類似病院、大阪府内の公立病院との比較 .......... 31 
(1) 各指標を比較した類似病院、大阪府内の公立病院について ............................. 31 
(2) 各指標の比較について .............................................................................. 32 
(3) 各指標の比較から見える吹田市民病院の現状と課題 ...................................... 44 

第５編 結果、意見のまとめ表 .......................................................................................... 45 

第６編 おわりに ......................................................................................... 54 

 

 
 



4 / 56 

第１編 外部監査の概要 

第１ 監査の種類 

地方自治法第 252条の 37第 1項から第 3項まで及び吹田市外部監査契約に基づく
監査に関する条例の規定に基づく包括外部監査 

第２ 選定した特定の事件（テーマ） 

１ テーマ 

地方独立行政法人市立吹田市民病院の出納その他の事務の執行について 
（以下、地方独立行政法人市立吹田市民病院は、「吹田市民病院」又は、単に「市

民病院」と表記する。）。 

２ 監査対象部局 

吹田市民病院の全ての部署、及び、吹田市健康医療部健康まちづくり室などの吹

田市民病院の病院事業の関係部署 

３ 監査対象期間 

原則として、令和 6年度を対象とし、必要に応じて、その前後の期間も含めた。 

４ 特定の事件との利害関係 

外部監査人及び補助者と特定の事件との間に地方自治法第 252条の 29に該当する
利害関係はない。 

 

第３ 特定の事件（テーマ）を選定した理由 

吹田市民病院は平成 26年 4月に地方独立行政法人へ移行し、10年が経過している。
吹田市は資本金 33億 84万 3643円全額を出資しているところ、同病院は「市民とと
もに心ある医療を」の基本理念のもと、地域の中核病院として重要な役割が期待さ

れている。 
他方で、吹田市民病院の近年の財務状況の推移は下記表のとおりであり、令和 3

年度、4年度は新型コロナウイルス対応関連の補助金等収益で当期純利益を計上して
いたが、これら補助金等収益がなかった令和元年度、6年度、及び、補助金のあった
令和 2 年度、5 年度は当期純損失を計上している。令和 6 年度末の有利子負債は約
150億円、繰越欠損金は約 40億円超、純資産合計も約 5億 3800万円の赤字という状
況である。吹田市監査委員の令和 5 年度定期監査報告書の意見においても、「良好な
財務状況にあるとはいえない」と評価されている。 
吹田市長は吹田市民病院の第 3期中期目標（令和 4年 4月 1日～令和 8年 3月 31

日）において「迅速かつ柔軟な経営判断のもと、市立病院の機能確保・向上に努め

つつ、外部の有識者の助言等を取り入れるなど、あらゆる経営改善に取り組むこと」

を明記し、地方独立行政法人として経営強化プラン（令和 6 年度）も策定している。
「効率的・効果的な業務運営」に加え、近時は医師や看護師の「働きやすい職場環

境の整備」の取組も喫緊の課題であり、需要の変化を踏まえながら、地方独立行政

法人としての特性を活かし、公立病院としての持続可能な地域医療提供体制を維持

していくことが求められている。加えて、新型コロナウイルス感染症対応のための

公立病院の役割と課題も指摘され、平時から、各病院の機能分化・連携強化等を通
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じた役割分担の明確化・最適化や医師・看護師等の確保の取組を進める必要性も指

摘されている。 
このように公立病院としての役割の重要性や現在抱える課題などを踏まえ、地方

独立行政法人化 10年を経過し、第 3期中期目標期間の最終年度にあたる本年度に、
外部監査の対象とすることは吹田市や市民にとって有益であると考え、テーマに選

定した。 
 

【吹田市民病院の近年の財務状況の推移】（単位 円） 
 

令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

医業収益 12,224,099,651 12,066,148,096 12,468,202,259 12,945,922,139 12,942,212,019 13,755,747,498 

運営費負担金収益 595,318,772 902,481,563 1,185,271,330 1,200,121,121 1,064,088,276 850,205,745 

補助金等収益 33,535,260 1,429,722,940 2,478,103,045 2,260,910,189 368,190,442 22,460,040 

当期純利益（純損失） -2,082,263,884 -165,665,606 1,565,549,060 1,802,562,591 -1,433,608,299 -442,686,402 

有利子負債 19,715,828,556 19,343,236,718 17,975,486,722 16,584,655,886 15,383,559,742 14,498,873,536 

繰越欠損金 -5,407,578,198 -5,573,243,804 -4,007,694,744 -2,205,132,153 -3,638,740,452 －4,081,426,854 

純資産 -2,067,786,075 -2,193,956,014 -588,356,412 1,254,819,390 -137,605,122 －538,529,147 

※有利子負債の金額は、吹田市民病院の財務諸表附属明細書の長期借入金の明細の
期末残高と移行前地方債償還債務の期末残高の合計額 

 

第４ 外部監査の方法 

１ 監査にあたって重視すべきと考えた 7 つの観点 

監査人としては、今回の監査を行うにあたり、そもそも法律上、地方独立行政法

人はどのようなことが期待されているのか、を出発点にすべきと考えた。加えて、

政策医療を担う公立病院の経営が全国的に困難な状況と言われ、吹田市民病院も同

様であることや、もともと吹田市には吹田市民病院と同じ急性期医療を担う多くの

医療機関が集積しているという特徴があること、病院事業を今後も継続的にかつ適

正に運営していくために必要な体制整備ができているか、という点も重要な観点と

考えた。以下、これらをもとにした 7つの観点を説明する。 
 

(1) 法律上、地方独立行政法人はどのようなことが期待されているのか（観点①～④） 

地方独立行政法人法では、地方独立行政法人の定義を次のように定めている。 
 
「①住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確

実に実施されることが必要な事務及び事業であって、②地方公共団体が自ら主体となって

直接に実施する必要のないもののうち、③民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施さ

れないおそれがあるものと地方公共団体が認めるものを④効率的かつ効果的に行わせるこ

とを目的として、この法律の定めるところにより地方公共団体が設立する法人」 

（地方独立行政法人法第 2条第 1 項。※〇数字は監査人が付記） 

 

この定義から、病院事業を行う地方独立行政法人について言えば、いわゆる政策

医療・高度医療（救急医療、小児医療・周産期医療、災害医療、感染症医療など）

は、観点①地域で確実に実施されることが必要な医療であるものの、観点②地方公
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共団体が自ら主体となって直接に実施する必要がなく、観点③他方で民間病院では

採算性の観点などから必ずしも実施されないおそれがある、と考えられる。 

そして、地域医療の中核の市立病院として、病院事業を、観点④効率的かつ効果

的に担っているか、が重要となる。 

(2) 政策医療を担う公立病院の経営が全国的に困難な状況にあり、吹田市民病院も同

様であること（観点⑤） 

総務省が令和 7年 9月 30日に発表した地方公営企業等決算によると、地方自治体
が運営する全国 678 の公立病院事業全体の経常収支は、3952 億円の赤字で、赤字と
なった病院の割合は 83.3％となっている。経常収支の赤字額、赤字病院の割合とも
に過去最高という状況であった。 
この点、公益社団法人全国自治体病院協議会の調査でも、自治体が運営する公立

病院の令和6年度決算で、回答のあった687病院のうち経常損失（赤字）の病院が562
病院（86％）、吹田市民病院と同規模の病床400床以上500床未満の病院では94％が
赤字とのことである（同協議会のホームページ公表資料による）。 
採算の取れない政策医療・高度医療を担う公立病院が、昨今の人件費の高騰や薬

代などの材料費高騰で構造的に赤字とならざるを得ない状況にあるとも言われてお

り、吹田市民病院も前記第３で紹介した表のとおり厳しい状況にある。近時は、赤

字で債務超過に陥った地方独立行政法人の病院機構に、運転資金を拠出する議案を

議会に提出せざるを得なくなったケースも報道されている。 
このような厳しい経営状況のもとで地方独立行政法人の吹田市民病院が地域医療

を今後も担っていくためにはどのようなことが必要か、という点も重要である。 
(3) 多くの医療機関が集積している吹田市の特徴（観点⑥） 

吹田市には、第２編、第３でも紹介するように吹田市民病院のほか、国立循環器

病研究センター、大阪大学医学部附属病院といった特定機能病院や、大阪府済生会

吹田病院、大阪府済生会千里病院など急性期病院が整備されている。このような特

徴は、吹田市民病院の地方独立行政法人としての存在意義（地方独立行政法人法上

の定義にある「③民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあ
るものと地方公共団体が認めるもの」とは何か）を考えるにあたっても、また、他

病院との連携の必要性という観点からも重要と考える。 

(4) 病院事業を今後も継続的にかつ適正に運営していくために必要な体制整備ができ

ているか（観点⑦） 

昨今は医師の長時間労働が大きな問題となっており、令和 6 年度から医師の働き
方改革への対応が始まった。また、患者を中心とした個人情報保護、近時も各地の

病院で問題となっているサイバー攻撃など情報セキュリティへの対応、公益通報制

度の整備、医療安全管理体制の整備などが求められる。 
 

２ 7 つの監査の観点を踏まえた具体的な監査項目 

上記の①～⑦の観点を踏まえた上で、今後も吹田市民病院が、地方独立行政法人

として地域医療の中核を担っていくためには何が必要か、という大きな監査の視点

のもと、個別の監査の項目として以下の点が重要と考えた。 
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(1) 監査の項目①-地方独立行政法人として政策医療・高度医療を適切に実行している

か 

観点①～③の地方独立行政法人の制度趣旨から、いわゆる政策医療・高度医療を

吹田市民病院が適切に果たしているのか、は重要な監査の視点である。この点につ

いては、特に注目が高いと思われる救急医療と小児医療を取り上げた。 

(2) 監査の項目②-吹田市という医療体制が整備されている地域において他病院などと

の適切な連携が行われているか 

観点⑥にあるように、吹田市には吹田市民病院と同様の急性期病院が多く整備さ

れている。吹田市民病院は北大阪健康医療都市（健都）において、隣接する国立循

環器病研究センターと機能分担・連携を推進しながら病院機能の更なる向上に努め

ている。吹田市民病院が、急性期機能を担う病院として良質な医療を提供するため

には、国立循環器病研究センターとの機能分担・連携とともに、患者にとってかか

りつけ医の立場にある地域の病院や診療所との間で適切な連携を深める必要がある。 
そこで、これら国立循環器病研究センターやかかりつけ医などの他病院との連携

がどのように行われているか、監査を行った。 

(3) 監査の項目③-厳しい経営状況が続く中、今後も病院事業が持続可能となるような

取組（損益管理、予算作成、ＰＤＣＡなど）が行われているのか 

前記のとおり吹田市民病院は令和 5年度、6年度と当期純損失を計上し、令和 6年

度末の有利子負債は約 150億円、繰越欠損金は約 40億円超、純資産合計も約 5億 3800
万円の赤字という状況にある。監査委員の令和 5 年度定期監査報告書でも、吹田市民
病院について「良好な財務状況にあるとはいえない」「4年ごとに策定する中期計画と
は別に、長期的な視点での 収支計画と資金計画を策定することにより、引き続き経営
の効率化や経営基盤の安定化を図り、市立病院として担うべき医療サービスの更なる

向上に取り組んでください」との意見が述べられている。包括外部監査の重要な役割

として、監査委員の定期監査を外部の専門的観点から補完することが挙げられている

ところであり、包括外部監査人としても、損益管理が適切に行われているのかを監査

すべきと考えた（観点⑤）。例えば、政策医療とそれ以外の一般医療の損益の把握、

分析、これに基づく一般医療の損益改善策の検討などが適切に行われているのかが重

要である。また、吹田市民病院では、年度予算と実績の乖離が大きく、例えば令和 6
年度は予算 3400 万円の黒字見込みに対し決算は 4 億 4300 万円の赤字となっている
（なお令和 6年度決算では金利変動に伴って会計上の退職給付引当金が 2億 2900万円
減少しているため、実態としては 6億 7200 万円の赤字との見方もできる）。このよう
に乖離が大きいのは、後に詳しく紹介するが、病床稼働率 90％という目標ベースで予
算が作成されているところ最終的に 77.8％にとどまっていることなども一つの要因と
考えられる。現状の目標値としての予算というあり方が適切なのか、また、支出の調

整や管理という予算統制を強化する仕組みが必要なのか、監査を行った。 

(4) 監査の項目④-不採算な政策医療・高度医療を担う地方独立行政法人に対して運

営費負担金制度が適切に運用されているか 

観点⑤にあるように政策医療を担う公立病院の経営が全国的に困難な状況にあり、

吹田市民病院も同様である。もともと不採算で民間が担うのが難しい政策医療・高度

医療を担う地方独立行政法人に対しては、運営費負担金制度（地方独立行政法人法第

85 条第 1 項）があり、「その性質上当該公営企業型地方独立行政法人の事業の経営に
伴う収入をもって充てることが適当でない経費」（第 1 号）と、「当該公営企業型地方
独立行政法人の性質上能率的な経営を行ってもなおその事業の経営に伴う収入をもっ

て充てることが客観的に困難であると認められる経費」（第 2 号）は、設立団体であ
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る市が負担するとされている。この点、後に詳しく紹介するように、吹田市では基本

的に国の地方財政計画の積算基準を用いるという運用が設立当初から 10 年間見直さ
れておらず、吹田市民病院側の説明では政策医療などへ十分な手当ができていない可

能性がある。また昨今の公立病院を取り巻く状況に鑑みて繰出項目の見直しの要否を

検討することも重要である。他方で運営費負担金は税金であるため、上記の法律の要

件に該当するものは何か、吹田市民病院側で事業項目ごとの実績額や間接経費の割り

振りなどが適切に算定されていなければならない。運営費負担金は令和 6 年度の市議

会でも繰り返し取り上げられ、金額も多額であることから、監査を行った。 

(5) 監査の項目⑤-地方独立行政法人化 10 年を経過して地方独立行政法人化の効果

検証 

今回、吹田市民病院を監査の対象に選択した大きな理由の一つが、平成 26年 4月
の地方独立行政法人化から 10 年を経過して節目を迎えている、ということもある。
そこで、吹田市や吹田市民病院において、より少ない経費で効果的な医療を実現す

るという地方独立行政法人化の効果検証が行われているのか、地方公営企業時代と

の比較、及び、地方独立行政法人法の特性を生かした柔軟な人員・給与・契約など

ができているのか、など監査を行った。 

(6) 監査の項目➅-医師の働き方改革などへの対応 

観点⑦にあるように、今後も吹田市民病院が公立病院として地域医療提供体制を

維持していくためには、医師の働き方改革（令和 6 年度開始）への適切な対応が行
われる必要がある。現在、多くの公立病院が赤字に陥り、他方で医師や看護師の人

手不足に悩まされている状況下、この医師の働き方改革への対応を求められている。

吹田市民病院も新型コロナウイルスの補助金収益等がなくなった令和 5年度、6年度
は大幅な当期純損失を計上しており、一方で赤字を減らすための経費削減、効率的

運営に向けた努力が求められ、他方で、医師や看護師の待遇を改善し人材を適切に

確保して公立病院としての役割を果たさなければならない、という大変難しいかじ

取りを求められている。 
この点、吹田市民病院は令和 5 年度に宿日直制度の許可を得て、業務実績等報告

書によると医師の平均時間外労働時間が令和 4年度 47時間/月のところ、宿日直制度
が導入された令和 5年度 22時間/月、令和 6年度 24時間/月となっている、とのこと
である。そこで、この点が法律に則って適法・適正に実施されているのかなどを中

心にしつつ、そのほかの労働基準法（以下「労働基準法」又は「労基法」という。）

の遵守状況（割増賃金の算定基礎、管理監督者、変形労働時間制など）についても

監査を行った。 
(7) 監査の項目⑦-地方独立行政法人として適正に、効率的かつ効果的に病院事業を

運営しているか（主に契約事務、債権管理） 

もともと地方独立行政法人は、直営に比べて機動的・柔軟な法人運営が可能（柔

軟な人員配置、給与制度、複数年契約など多様な契約手法など）で、適正かつ効率

的に業務を運営して（地方独立行政法人法第 3条第 1項）、より少ない経費で効果的
な医療を実現するという点にメリットがある、といわれている。また、市が運営費

負担金を支出する前提として、吹田市民病院が適正かつ効率的な経営を行っている

ことが必要である（観点④）。この点が適正に行われているのかについて、医療機器

調達や保守の契約、医薬品や材料費の調達の契約事務と診療報酬債権の適正な管理

などを中心に監査することにした。 
この点、包括外部監査人は、令和 5年度の監査テーマとして委託契約を、6年度の

監査テーマとして債権管理回収を取り上げたので、これらの監査の際の知見も活か
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しつつ監査することとした。具体的には、契約については、指名競争入札と一般競

争入札の選択の適正化、随意契約の適正な選択、一般競争入札参加者を増やすため

の取組、入札予定価格の相当性担保のあり方、病院特有の問題としてＳＰＤ（院内

物流管理システム）事業者の固定化への対応、暴力団排除誓約書を求める基準の適

正性などである。また、診療報酬債権の管理のあり方については、滞納者から提出

を求める診療費支払い計画確約書の記載の適正性、裁判所の支払督促や外部弁護士

への委任などが適切に行われているか、消滅時効管理が適切に実施されているか、

医業未収金回収マニュアルが適正に整備されているか、などである。 
なお、吹田市民病院は平成 30年 12月に現在の JR岸辺駅前の北大阪健康医療都市

（健都）に移転・開院したが、吹田市片山町の旧病院跡地の売却が課題となってい

るため、この点も監査で取り上げた。 
(8) 監査の項目⑧-個人情報保護、サイバー攻撃など情報セキュリティへの対応、公益

通報制度の整備、医療安全管理体制の整備など 

観点⑦にあるように、これらは吹田市民病院が病院事業を今後も継続的にかつ適

正に運営していくために必要不可欠な体制である。 
吹田市民病院では過去 2件の患者の個人情報漏えい事案が発生している（1件は地

方独立行政法人化前の事案、もう 1 件は地方独立行政法人化後の事案）。この点を受
けてどのような取組を行っているのか、再発防止策が適切なのか、適切に研修が実

施されているのかなど監査を行った。 
また、令和 4年 10月 31日早朝に発生した地方独立行政法人大阪府立病院機構の大

阪急性期・総合医療センターへのサイバー攻撃は同センターの事業に大きな混乱が

生じたが、その教訓も踏まえ類似事案への対応策が同じ地方独立行政法人である吹

田市民病院で適切に講じられているか、の監査を行った。 
公益通報制度については、公益通報者保護法やこれを受けた政府のガイドライン

に沿って適切な体制整備（通報窓口、調査者の独立性など）が行われているか、ま

た制度の周知が行われているかなどの監査を行った。医療安全管理体制については、

後に述べるように比較的重要な 3b 以上のアクシデント件数が増加していることへの
対応策などの検討を行った。 
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＜7つの監査の観点、大きな監査の視点、8つの監査項目＞  

      平成 26 年 4月移行   約 33 億円全額出資                                
地方独立行政法人  吹田市民病院             吹田市 
                  毎年、運営費負担金 
 
 
 
 
 
 
 
 
監査の観点①②③から病院事業としてはいわゆる政策医療・高度医療（救急医療、小児医療、周

産期医療、災害医療、感染症医療など）が想定される。 
  一方で 
監査の観点⑤全国的に政策医療を担う公立病院のほとんどが赤字で吹田市民病院も単年度赤字を計
上し、有利子負債約 150 億円、繰越欠損金約 40 億円、純資産合計も約 5億 3800 万円の赤字 

監査の観点⑥隣接する国立循環器病研究センターなど多くの急性期病院が整備されている吹田市 
監査の観点⑦病院事業を今後も継続的かつ適正運営していくために必要な体制整備 
 
大きな監査の視点 

監査の観点①～⑦のもと今後も吹田市民病院が地域医療の中核を担っていくために何が必要か 
8 つの監査項目 

⑴地方独立行政法人として政策医療、高度医療を適切に実行しているか（観点①～③） 
⑵吹田市という医療体制が整備されている地域において適切に連携が行われているか（国立循環
器病研究センターやかかりつけ医など）（観点⑥） 

⑶厳しい財政状況、収支状況のもと損益管理、予算の適正な運営、PDCA などが適切に行われて
いるか（観点⑤） 

⑷不採算な政策医療を担う地方独立行政法人に対して設立団体である吹田市が負担することとさ
れている運営費負担金（法第 85条）が適切に運用されているか（観点⑤） 

⑸地方独立行政法人化後10年を経過して、地方独立行政法人化の効果検証が行われているか（観
点①～⑦） 

⑹地域医療の中核を担っていくにあたって必要不可欠な医師の働き方改革への対応を適切に行っ
ているか（観点⑦） 

⑺地方独立行政法人として、適正に効率的かつ効果的に病院事業を運営しているか（医療機器調
達、保守、医薬品などの調達の契約や診療報酬債権の回収）（観点④） 

⑻内部統制を整備し公益通報制度、ハラスメント対応、医療安全管理体制、個人情報保
護、情報システムの安全性確保の必要な体制が整備されているか（観点⑦）  

地方独立行政法人法第２条第１項の定義 
「①住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に

実施されることが必要な業務及び事業であって 
 ②地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、 
 ③民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものと地方公共団体が

認めるものを 
 ④効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律に定めるところにより地方公共

団体が設立する法人」 



11 / 56 

＜具体的な監査項目と監査において主に注目した点＞ 
 

監査項目 具体的に監査において 
主に注目した点 担当補助者 

①政策医療・高度医療

の適切な実行 
 救急医療や小児医療への

取組状況 
東（主）、浦野（副） 

②地域における他病院

との連携 
 国立循環器病研究センタ

ーなど他病院との連携の

あり方 

東（主）、浦野（副） 

③損益管理、予算、
PDCA 

 政策医療と一般医療の損

益把握に基づく損益改善

策の検討 
 予算と決算の乖離が大き

い状況の是非 

浦野（主）、東（副） 

④運営費負担金の適切

な運用 
 運営費負担金の積算基準

や繰出し項目 
 事業項目ごとの実績額や

間接経費の割振 

浦野（主）、東（副） 

⑤地方独立行政法人化

10年経過での効果検証 
 地方独立行政法人化の効

果検証と今後の運営への

活用 

東（主）、浦野（副） 

⑥医師の働き方改革へ

の対応 
 宿日直制度の運用 
 労働基準法の遵守状況 

城 之 内 （ 主 ）、 若 林

（副） 
⑦適切かつ効率的効果

的な病院運営 
 医療機器や医薬品調達の

契約事務 
 診療報酬債権の適正な管

理 
 旧病院跡地売却への取組 

【契約】 
幡野（主）、中村（副） 
【債権・跡地】 
中村（主）、幡野（副） 

⑧病院事業を運営にす

るための体制 
 内部統制体制の整備 
 公益通報制度やハラスメ

ント対応 
 個人情報保護 
 情報システムの安全性確

保 
 医療安全体制整備への取

組 

【内部統制】 
東（主）、若林（副） 
【通報・情報】 
若 林 （ 主 ）、 城 之 内

（副） 
【医療安全体制】 
城 之 内 （ 主 ）、 若 林

（副） 
 

３ 具体的な監査手続・監査の手法 

具体的な監査手続・監査の手法としては、次の各点を実施した。個別の室課の調

査については、監査人と補助者を 2人一組 3チームに分けて分担して実施した。 
①監査人及び補助者全員で吹田市民病院の現地視察や主なシステムの視察を行っ

た。 
②監査の視点を踏まえた質問書を提出し、これに対する回答について、さらに質

問を行って回答を求めた。 
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③吹田市民病院の現地において、契約関係、労務管理関係、各種重要会議の議事

録関係の原本の実査を行った。 
④吹田市民病院の旧病院の跡地の現地調査を行った。 

第５ 包括外部監査実施期間 

監査対象の部署に対し、令和 7年 4月 1日から令和 8年 1月 28日までの期間で監
査を実施した。 

 

第６ 外部監査人及び監査人補助者 

１ 外部監査人 

弁護士 久保井 聡明（久保井総合法律事務所） 

２ 監査人補助者 

外部監査人は、地方自治法第 252条の 32第 1項に基づき、次の者を監査事務の補
助にあたらせた。 

弁 護 士 東   尚吾（山口法律会計事務所） 
弁 護 士 幡野  有紀（橋森・幡野法律会計事務所） 
弁 護 士 城之内 太志（森・吉村法律事務所） 
弁 護 士 中村  和寛（久保井総合法律事務所） 
弁 護 士 若林  直樹（弁護士法人関西法律特許事務所） 
公認会計士 浦野  清明（株式会社プロシード） 

３ 利害関係 

吹田市と包括外部監査人及び補助者との間には、いずれも監査の対象とした事件

について地方自治法第 252条の 29の規定により記載すべき利害関係はない。 
 

第７ 定義等 

本報告書における「結果」及び「意見」の定義は次のとおりである。 
① 結果 

適法性（法令、条例、規則、規程、要綱、ガイドライン等）の観点から、改

善の必要を認める事項。 
② 意見 

適法性の問題はないものの、経済性・効率性・有効性（いわゆる 3E）の観点
から、改善の必要が認められる、あるいは、改善が期待される事項。 
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第２編 吹田市民病院の全般に関する報告 

第１ 吹田市民病院の概要 

吹田市民病院のホームページなどによると、同病院の概要は下記のとおりである。 

１ 施設概要等 

法人名 地方独立行政法人市立吹田市民病院 

所在地 吹田市岸部新町 5番 7 号 

設立年月日 平成 26 年 4 月 1 日 

現在病院の移転時期 平成 30 年 12 月 

敷地面積 17,813.69 ㎡ 

建築面積 9,697.61 ㎡ 

建ぺい率 54.44% 

延床面積 46,239.92 ㎡ 

容積率 218.42% 

病床数 431床(うち回復期リハビリ病床45床、救急病床8床、ICU4

床) 

病院棟 地上 8 階（建築基準法 9階）・棟屋 1階 

高さ 41.48ｍ 

建築面積 6,994.13 ㎡ 

延床面積 39,271.86 ㎡ 

立体駐車場 地上 5 階 

高さ 16.47ｍ 

建築面積 1,427.01 ㎡ 

延床面積 6,432.69 ㎡ 

院内保育所棟 地上 1 階 

高さ 4.41ｍ 

建築面積 260.66 ㎡ 

延床面積 266.71 ㎡ 

附属棟 地上 1 階 

高さ 5.60ｍ 

建築面積 268.66 ㎡ 

延床面積 268.66 ㎡ 
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【吹田市民病院ホームページ掲載の写真】 
 

 
 
JR 岸辺駅から徒歩すぐの交通至便の場所に位置している（下記は吹田市民病院の

ホームページのアクセスマップ）。また、吹田市には大阪大学医学部附属病院、国立

循環器病研究センターという日本を代表する高度先進医療機関があり、国立循環器

病研究センターは吹田市民病院のすぐ東隣に位置している。 
 

 
 

２ 診療科 

吹田市民病院の診療科目は令和 6年 4月 1日時点で 29科（内科、血液内科、糖尿
病・内分泌内科、呼吸器・リウマチ科、循環器内科、消化器内科、脳神経内科、小

児科、外科、消化器外科、呼吸器外科、乳腺外科、小児外科、整形外科、脳神経外

科、産婦人科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、腎臓泌尿器科、放射線診断科、放射線

治療科、リハビリテーション科、麻酔科、精神科、心療内科、病理診断科、救急科、

歯科（障がい者））であったが、令和 7年 10月からは腎臓内科を設置している。 
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３ 病院組織図（令和 6 年 4 月 1 日時点） 
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４ 役員の状況（令和 7 年 7 月 1 日時点）（吹田市民病院ホームページ） 

 
役職  氏名  備考  

理事長  北川 一夫  － 

副理事長  内藤 雅文  病院長  

理事  岡村 修  副院長  

理事  四宮 眞男  吹田市医師会裁定委員 

理事  中筋 知美   副院長  

理事  前田 哲生  副院長  

理事  吉川 正秀  事務局長  

監事  木虎 孝之  弁護士  

監事  吉永 徳好  公認会計士  

※五十音順 
 

５ 職員数（正規職員）（令和 6 年度業務実績報告書による） 

職種 人数 備考 

医師  99 名   

看護師  373 名   

医療技術員  118 名   

事務職  62 名  うち派遣職員 3名 

 

６ 病院理念 

吹田市民病院は基本理念として「市民とともに心ある医療を」掲げ、病院運営方

針として、下記を制定している。 
①全職員がたゆまぬ研鑽につとめ、相互協力して良質で安全な医療の提供に努めます。 

②早期診断、早期治療に全力を注ぎ、地域医療システムと連携して継続医療を行います。 

③救急医療、災害医療の充実に努めます。 

④市民の健康増進に寄与し、疾病の予防に努めます。 

⑤インフォームドコンセントを尊重するとともに、個人情報を保護します。 

⑥効率的な運営に努め、経営改善に取り組みます。 

 
また、患者と医療従事者がお互いの信頼関係に基づき、協働して患者中心の医療

を築くための指針として「患者の権利章典」を定めるほか、こどもの患者の権利、

職員の倫理指針、臨床倫理指針を定めホームページで公表している。 
 

７ 吹田市民病院の特色 

吹田市民病院の説明によると、同病院は、救急医療、小児医療・周産期医療、災

害医療及び高度医療などの政策医療をはじめ、地域の中核病院として、良質な医療

の提供に努めている。 
また、北大阪健康医療都市（健都）において、隣接する国立循環器病研究センタ

ーと機能分担・連携を推進しながら病院機能の更なる向上に努めている。さらに、
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急性期機能を担う病院として良質な医療を提供するとともに、地域の病院や診療所

との連携を深めて、在宅医療への支援を進めるなど、地域包括ケアシステムの一翼

を担っている。 
また、大阪府がん診療拠点病院、日本医療機能評価機構認定病院、地域医療支援

病院、卒後臨床研修評価機構認定病院などに指定されている。 
 

第２ 地方独立行政法人制度の概要と吹田市民病院の地方独立行政法人化の経

緯 

１ 地方独立行政法人の制度概要 

(1) 地方独立行政法人法上の定義 

第 1編でも紹介したように、地方独立行政法人は、地方独立行政法人法第 2条第 1
項で、「住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域に

おいて確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら

主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合に

は必ずしも実施されないおそれがあるものと地方公共団体が認めるものを効率的か

つ効果的に行わせることを目的として、この法律の定めるところにより地方公共団

体が設立する法人をいう」とされている。 
もともと地方の行政改革に資するためのツールとして、平成 16年 4月 1日から施

行された制度であり、地方公共団体の首長（市長や知事）が戦略立案を、地方独立

行政法人の長（理事長）が執行を担うこととされている。 
 

(2) 地方独立行政法人法の特徴 

一般的に地方独立行政法人は、①自主性、②目標管理、③透明性、④公共性とい

う 4 つの特徴があると言われている（「公立病院のための地方独立行政法人設立・運
営マニュアルＱ＆Ａ」（監修者：上塚芳郎、発行所：株式会社日本医療企画）15ペー
ジ参照。以下、同書のことを「公立病院運営マニュアルＱ＆Ａ」という。）。同書に

よると、この 4つの特徴の主な点は下表のとおりである。 
 
①自主性 首長や議会の事前関与・統制をできるだけ少なくして、事後チェックに重点

を置き、理事長の自己責任が徹底されていることを言い、年度計画（予算）

は議会の事前承認ではなく、首長への届け出だけに簡素化されている。 

②目標管理 地方独立行政法人制度の根幹をなすシステムで、首長が議会の議決を経て中

期目標を設定し、地方独立行政法人に示す。地方独立行政法人はそれを達成

するための中期計画を作成し、首長に認可申請し、首長は議決を経た後、認

可する。この目標が達成されたかどうかについては、毎年度、地方独立行政

法人が提出する自己評価報告書をチェックし、中期目標期間終了後は評価委

員会の意見を徴取し、成果を総合評価するという仕組みが取られている。 

③透明性 中期目標・中期計画・年度計画の公表や、発生主義・複式簿記等の企業会計

的手法を採用し、決算報告書、事業報告書、財務諸表を作成して公表し、会

計監査人の会計監査を受けることで確保される。 

④公共性 地方独立行政法人が出資をした地方公共団体とは別個独立した法人でありな

がら、その役割や、首長による理事長任命、首長の中期目標の設定、運営費

負担金などの財源措置などが定められていることをいう。 
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(3) 一般的に指摘される地方独立行政法人化のメリット、デメリット 

公立病院運営マニュアルＱ＆Ａ21 ページ以下によると、地方独立行政法人化のメ
リットとしては、①経営の責任と権限が明確になり、機動的・弾力性のある法人運

営が可能となること、②PDCA サイクルの義務化により、法人運営の継続的な改善

が可能となること、③多様な勤務形態の設定、業務量に応じた人員配置が可能とな

ること、④年俸制、業績給、資格手当など独自設計の給与制度が可能となること、

⑤中期計画の範囲内で弾力的な予算運用が可能となること、⑥複数年契約など多様

な契約手法の活用が可能なこと、が挙げられている。 
他方、同書 23 ページ以下によると、移行時のイニシャルコスト、継続した追加ラ

ンニングコスト、首長事務部に評価委員会事務局などの新たな要員が必要となるこ

となどのデメリットも挙げられている。 
 

２ 吹田市民病院の地方独立行政法人化の経緯  

吹田市の病院事業は、平成 19年 4月に地方公営企業法一部適用の事業から全部適
用事業に変更され、その後、平成 23年 8月には「吹田市民病院改革プロジェクトマ
ネージメントチーム」が設置され、専門部会として、吹田市民病院経営形態検討ワ

ーキングチームが組成された。そして、同ワーキングチームにおいて、全国独立行

政法人病院へアンケート調査（56 病院を対象）を開始し、また、業務調査として、
複数の病院視察等を経て、平成 23年 10月には、当時の吹田市長に対し、独立行政法
人化の検討の報告がなされた。吹田市民病院のホームページによると地方独立行政

法人化の経緯は次のとおりである。 
 

 
 

第３ 吹田市内の総合病院の設置状況、北大阪健康医療都市（健都）、かかり

つけ医との連携など 

１ 吹田市内の総合病院の設置状況 

吹田市内には吹田市民病院のほか、国立循環器病研究センター、大阪大学医学部

附属病院といった特定機能病院や、大阪府済生会吹田病院、大阪府済生会千里病院

などの急性期病院が整備されており、多くの医療機関が集積している。吹田市民病

院と同規模程度かそれ以上の規模の主な総合病院だけでも次のとおりあり、このほ

かにも 100床前後の総合病院も複数ある。 
 

病院名 病床数 場所 

大阪大学医学部附属病院 1086 吹田市山田丘 2-15 
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病院名 病床数 場所 

国立循環器病研究センター 550 吹田市岸部新町 6-1 

（※吹田市民病院と隣接） 

大阪府済生会吹田病院 440 吹田市川園町 1-2 

吹田徳洲会病院 365 吹田市千里丘西 21-1 

大阪府済生会千里病院 327 吹田市津雲台 1-1-6 

協和会病院 301 吹田市岸部北 1丁目 24-1 

※吹田市民病院 431 吹田市岸部新町 5番 7 号 

 

２ 大阪府地域医療構想の概要と吹田市民病院の果たすべき役割 

平成 26 年に成立した「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため
の関係法律の整備等に関する法律」（医療介護総合確保推進法）により医療法が改正

され、都道府県において「地域医療構想」を策定することとなった。令和 7 年には
団塊の世代が 75 歳以上となる超高齢社会を迎え、今後、さらなる医療・介護の充実
が必要となる。そこで、「地域医療構想」は、医療や介護に関する他の計画との整合

性を図りながら、令和 7 年の医療需要と病床の必要量や、目指すべき医療提供体制
を実現するための施策等を定めるものとされた。大阪府は、平成 28年 3月に「大阪
府保健医療計画」の一部として、「大阪府地域医療構想」を策定した。 
大阪府地域医療構想では、大阪府を豊能、三島、北河内、中河内、南河内、堺市、

泉州、大阪市の構想区域に分けており、吹田市民病院は豊能構想区域に位置する。

豊能構想区域は、先に紹介した吹田市内の総合病院を含め、国公立及び公的な大規

模病院が多く存在するという特徴を有する。吹田市民病院の令和 6 年度年度計画で
は、「豊能構想区域内の各病院及び有床診療所から報告された令和 5 年度の病床機能
報告制度の報告数と、2025 年の必要病床数を比較すると、急性期機能は需給が均衡
しているが、依然、回復期機能は不足している。地域の限られた医療資源を有効活

用し、必要なサービスを引き続き確保できるよう、病床機能の分化及び連携を推進

していく必要がある。 また、本構想区域における在宅医療等医療需要についても今
後増加が見込まれている。その需要に対応するため、吹田市が構築する地域包括ケ

アシステムの一翼を担うことで、住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づくりに

寄与することが求められている。」と、吹田市民病院の果たすべき役割を記している。 
 

３ 北大阪健康医療都市（健都）について 

吹田市民病院が位置する JR 岸辺駅周辺は、「北大阪健康医療都市（健都）」（以下
単に「健都」と表記する場合がある。）として、研究機関や医療機関に加え企業や団

体も集まり、健康･医療に関わるオープンイノベーションの展開が進められている。

また、市民が集う駅前商業施設、健都レールサイド公園などをはじめ、市民が研究

成果や開発製品･サービスの実証試験に参加できる場所も整備して、健康･ヘルスケ

ア産業創出の加速と新たなライフスタイルの創造を生み出すことに市民も参加でき

るまちづくりを目指している（健都のホームページより）。吹田市健康まちづくり室

に健都について質問を行ったところ、下記の回答があった。 
 
【健康まちづくり室の回答】 
健都では、医療イノベーションと新しいライフスタイルで、健康寿命の延伸をリ

ードするまちを目指しており、（1）健康への意識を変え、新しいライフスタイルを
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創造すること、（2）医療イノベーションにより「循環器病の予防と制圧」を実現す
ること、（3）健康づくりと医療イノベーションの好循環で、地域の活力を創出する
ことで、その実現を図っています。また、これらの推進にあたって、国立循環器病

研究センターや医薬基盤・健康・栄養研究所といった研究機関をはじめ、企業、関

連自治体に住民を含めた、産学官民による「共創の場」の形成を進めているところ

です。 
したがって、推進体制としては 目的別の会議体等を活用しながら、関係機関各位

の協力のもと進めており、本市としては、そうした健都の関係機関をつなぐととも

に、その取組に住民の参画を促しながら、健都における研究・開発の成果を住民に

還元していくといった役割を担っています。 
また、令和 5年 3月には、関係機関の機能を集約し、健都における共創の取組を効

率的・効果的に推進する法人として、一般社団法人健都共創推進機構が関係機関の

合意のもと設立されたことから、健都の取組と住民をつなぐといった本市や摂津市

の機能についても、地域実証事業等運営業務の委託等により同機構への集約を進め

ているところです。 
目標としては、同機構を中心として産学官民の共創の取組が自立的・持続的に進

められ、健都の取組の価値が効率的・効果的に住民に還元されていく仕組み・体制

の構築を目指しています。 
 

 
※健都のホームページより（https://co-creation.ken-to.jp/about/） 

 

https://co-creation.ken-to.jp/about/
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※健都のホームページより（https://co-creation.ken-to.jp/kcop/） 

 

４ 隣接する国立循環器病研究センターとの連携事例 

健都の中で吹田市民病院は、国立循環器病研究センターと隣接する位置にある。

このため、国立循環器病研究センターとの連携が様々進められており、吹田市民病

院と国立循環器病研究センターの両理事長、病院長、各部門の責任者が出席し、両

病院の連携を進めることを目的とした会議が開催されており、吹田市の健康まちづ

くり室もオブザーバーとして出席している。個別の連携事例の一つとして国立循環

器病研究センターから吹田市民病院への転院基準について取り上げられ、具体的な

対応については担当部門間で別途協議を行ったことで共通理解が深まったことや、

システム連携によりカルテの相互閲覧が可能となった、ということである。 
 

５ 患者支援センター、かかりつけ医との連携など 

吹田市民病院の患者支援センターは、地域住民が安心して医療を受け、快適な生

活を送ることを支援する部門で、「入退院支援」、「医療福祉相談」、「地域医療連携」

の 3 部門で構成されている。患者支援センターでは、患者の適切な入退院の支援、
患者の療養や生活に関する相談及び地域の医療機関（かかりつけ医等）からの診

察・検査予約の取得等を行っており、また、在宅医療における急変時の受入等につ

いて、地域医療連携部門等により、登録医をはじめ地域の診療所等に対する医師連

絡を行い、病診連携を強化している。 

https://co-creation.ken-to.jp/kcop/
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令和 6年度の紹介率 87.7％、逆紹介率 91.9％1（紹介件数 20,373件【うち診察件数
16,833件、検査依頼件数 3,540件】）という状況である。 
連携の一例として、豊能地域におけるメディカルコントロール体制と救急医療機

関の受入体制の充実を目的とする「大阪府豊能地域救急メディカルコントロール協

議会」が設置されている。吹田市が大阪府から委託を受け事務局を担当し、圏域内

の救急告示病院や各市医師会、消防本部、保健所等とともに、圏域における救急医

療の諸課題を検討しており、その構成員として吹田市民病院も会議に参画している。 
  

 
1 紹介率=紹介件数【吹田市民病院を受診した患者のうち、他の医療機関から紹介による患
者数】÷初診患者数×100 
逆紹介率=逆紹介件数【吹田市民病院から他の医療機関に紹介した患者数】÷初診患者数
×100 
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第 3編 吹田市民病院の事業の状況 

第１ 第 3期中期目標（令和 4年 4月～8 年 3 月）の概要と見込み評価結果な

ど 

１ 地方独立行政法人法では、設立団体（自治体）から示された中期目標に基づき、

地方独立行政法人が中期計画、年度計画を作成し、その計画に沿って運営を行う仕

組みとなっている。吹田市民病院では、現在、第 3期中期目標（令和 4年 4月～8年
3月）の最終年度を迎えている。そして、吹田市民病院が作成した業務実績報告書に
基づいて、市からの評価を受け、中期目標にフィードバックするという PDCA サイ

クルが実行されている。吹田市民病院によると、年度計画で設定した目標値の達成

状況については毎月、経営戦略会議で報告されるほか、全職員が閲覧可能な電子カ

ルテの端末の院内ポータルサイトにも掲載することで、全職員に意識付けを行って

いる、とのことである。 
  第 3 期中期目標では、大項目として、「市民に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項」「業務運営の改善及び効率化に関する事項」「財務内容

の改善に関する事項」「その他の業務運営に関する重要事項」を掲げ、それぞれの大

項目の中に中項目、さらにそれぞれの中項目の中に小項目が設けられ、それぞれの

項目について、吹田市民病院が行った自己評価に対し、市が評価を行っている。評

価委員会は市長の諮問に応じ、市の評価について意見を述べている。 
２ 令和 7年 8月の「地方独立行政法人市立吹田市民病院第 3期中期目標期間の業務実
績に関する見込み評価結果報告書」によると、中期目標期間の全体評価の結果は、

『全体として中期目標を達成すると見込まれる。』とされている。それぞれの主な評

価のポイントとして下記の記載がされている。 
 
第 2「市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項」 

①市立病院として担うべき医療について、第 3 期は新型コロナウイルス感染症の流行末期か

ら 5類に移行し 、段階的に一般診療体制を整えた期間となった。その中で救急医療について

は、主に病床の制限から令和 4 年度まで大きく受入率が低下している状況であったが、令和

5年度以降は 受入件数、受入率ともに改善傾向にある。しかしながら受入件数、受入率の実

績がいずれも目標達成には至っておらず、二次救急医療機関として地域で必要とされる救急

医療を提供する役割を果たすため、引き続き状況を注視していく必要がある。 

②感染症医療については、市や関係機関との連携のもとで新型コロナ感染症患者を受け入

れ、院内感染マニュアルの改訂を重ねながら 5 類移行後も継続して診療体制を整備した。府

との医療措置協定に基づく病床確保のほか、感染管理認定看護師による高齢者施設等へ助言

を行うなど、適切な対応に努めた。引き続き平時から関係機関との連携体制を確保すること

が求められる。 

③がん医療については、大阪府がん診療拠点病院として診療体制の整備に努め、診療科間の 

連携協力による集学的治療を推進してきた。紹介患者の積極的な受入に努め 、がん入院患者

数、外来化学療法件数、がん手術件数については継続して目標が達成できている。 

④地域の医療機関との機能分担・連携については、地域医療支援病院として紹介・逆紹介の

徹底に取り組んでいる。紹介・逆紹介の件数は目標に至っていないものの増加傾向にあり、

紹介・逆紹介率は継続して目標を達成しているほか、登録医数も増加している。経営面にお

いて 患者数の確保は重要であり、引き続き地域の医療機関との連携に努める必要がある。 

⑤国立循環器病研究センターとの機能分担・連携については、隣接した立地を生かして高度

急性期を脱した患者や消化管出血等の複合的な疾患を有する患者の受入や、同センターから

の依頼に基づき耳鼻咽喉科や消化器内科等のコンサルの実施、電子カルテ の相互閲覧や医療

検査機器の共同利用が実現できている。同センターと相互の紹介件数は年々増加しているほ
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か、連携会議の開催により課題の共有や診療における連携が推進できていることは高く評価

できる。 

第 3「業務運営の改善及び効率化に関する事項」 

①効果的・効率的な業務運営については、第 2 期に引き続いて中期計画や年度計画、重点方

針を全職員に通知しているほか、診療科や部門別のヒアリングを行い課題の抽出を行ってい

る。また部長会で定期的に経営状況を報告しているほか、収支状況、入院患者数、病床利用

率を端末で全職員が閲覧できるようにすることで経営参画意識の向上に努めている。 

②働きやすい職場環境の整備については、長時間勤務の医師に対して面接指導や就業上の措

置を行う運用体制を構築したほか、看護師等についてノー残業デーを設定するなどワークラ

イフバランスに資する取組が実施できている。また、各職種の専門性を高める資格取得や研

修参加の支援を行い、医療の質の向上が図れている。第 3 期に試行期間を経て導入した人事

評価制度についてはアンケートや研修を実施しながら内容の改善に取り組めている。 

第 4「財務内容の改善に関する事項」 

①収益の確保については、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中で 、平均在院日数

の短縮や手術件数の増加に関する取組により、入院、外来診療単価について継続して目標を

達成することができている。一方、医業収支比率、患者数、病床利用率については増加傾向

にあるものの目標の達成には至っておらず、引き続き患者数の確保に関する取組が必要であ

る。 

②費用の節減については、時間外労働時間数が減少傾向にあり目標が達成できていることの

ほか、後発医薬品の積極的な採用や 、医薬品・医療材料購入時のベンチマークシステムを活

用した価格交渉や、節電・節水といった基本的な費用節減の取組が継続できている。一方

で、昨今の物価高騰の影響は大きく、経費比率や材料費率については目標を下回っている状

況であり、引き続き経費の適正化に向けた取組が必要である。 

第 5「その他業務運営に関する重要事項」 

①情報の提供については、従来からの広報誌やホームページでの具体的な診療情報のほか、

脳神経内科における情報コーナーを新設するなど工夫を凝らしながら適切な情報発信ができ

ている。また、市民を対象とした公開講座の開催により継続的な啓発ができている。 

  
個別の項目の評価結果一覧は、吹田市健康医療部の評価委員会のホームページに

掲載されている令和 7年 7月 30日委員会の資料 2では、次のとおりとされている。
大項目評価はすべて A（年度計画を達成し、中期計画の実現に向けて計画どおり進
んでいる）、小項目評価はほとんどが 3（年度計画を順調に実施している）で一部に
4（年度計画を上回って実施）とされている。 
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第２ 令和 6 年度の決算の状況と予算と決算の乖離 

前述のとおり吹田市民病院の近年の財務状況の推移は下記表のとおりである。 
 

【吹田市民病院の近年の財務状況の推移】（単位 円） 
 

令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

医業収益 12,224,099,651 12,066,148,096 12,468,202,259 12,945,922,139 12,942,212,019 13,755,747,498 

運営費負担金収益 595,318,772 902,481,563 1,185,271,330 1,200,121,121 1,064,088,276 850,205,745 

補助金等収益 33,535,260 1,429,722,940 2,478,103,045 2,260,910,189 368,190,442 22,460,040 

当期純利益（純損失） -2,082,263,884 -165,665,606 1,565,549,060 1,802,562,591 -1,433,608,299 -442,686,402 

有利子負債 19,715,828,556 19,343,236,718 17,975,486,722 16,584,655,886 15,383,559,742 14,498,873,536 

繰越欠損金 -5,407,578,198 -5,573,243,804 -4,007,694,744 -2,205,132,153 -3,638,740,452 －4,081,426,854 

純資産 -2,067,786,075 -2,193,956,014 -588,356,412 1,254,819,390 -137,605,122 －538,529,147 

※有利子負債の金額は、吹田市民病院の財務諸表附属明細書の長期借入金の明細の
期末残高と移行前地方債償還債務の期末残高の合計額 

 
本包括外部監査が主に対象とする令和 6 年度の決算の状況、対予算比較、対前年

度比較は次ページの表のとおりである。なお、金利変動による割引率の上昇に伴っ

て、退職給付引当金が 2億 2900万円減少しているため、仮にこの影響を除くと、営
業損益は 6億 7200万円の赤字とも考えられる。 
吹田市民病院の資料によると、赤字の主な原因は、①入院収益の減収（患者数が

減少し、病床稼働率が目標値の 90％に届かなかった。病床稼働率 77.8％、対予算で
マイナス 8億 8100万円）、②その他医業収益の減収（患者数の減少に伴い室料差額収
益が減少、対予算マイナス 6900 万円）、③経費増加（委託料や光熱水費増加、対予
算プラス 4400万円）ということであった。 
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【令和 6年度の決算の状況、対予算比較、対前年度比較】 

※単位は百万円 

第３ 近時の吹田市議会で吹田市民病院をめぐって行われた議論 

吹田市民病院をめぐっては、令和 6年～7年の吹田市議会でも、①運営費負担金の
会計処理と透明性（研究手当等）、②独立行政法人という経営形態への評価、③経営

赤字と吹田市の責任、④跡地売却の遅れと売却に向けた課題、⑤救急医療や小児医

療など、色々な論点で取り上げられている。これは、吹田市民病院に対する、市民

の関心の高さを表しているものと考えられる。 

科     目 決算額 a 予算額 b 
対予算比較（a-b）  前 年 決 算

額 c 
対前年比較（a-c） 

差引増減 増減率 差引増減 増減率 
営業収益 14,797  15,493  ▲697  ▲4.5%  14,530  267  1.8%  

医業収益 

入院収益 

外来収益 
その他医業収益 

補助金等収益 

その他営業収益 

13,756 

8,818  
4,638  

300  
22 

1,018  

14,441 

9,699 

4,374  
369  
22 

1,030  

▲686  
▲881  

264  
▲69  

1  
▲12  

▲4.7%  
▲9.1%  

6.0%  
▲18.6%  

3.4% 

▲1.1%  

12,942 

8,269  
4,389 

284  
368  

1,219  

814 

549 

249  
16 

▲346  
▲201  

6.3% 

6.6% 

5.7%  
5.7% 

▲93.9%  
▲16.5%  

営業費用 14,710  14,916  ▲206  ▲1.4%  14,775  ▲65  ▲0.4%  
給与費 

材料費 

経費 

減価償却費 

研究研修費 

7,323 

4,294 

1,998 

1,053        

42 

7,570 
4,287 

1,954 

1,065 

40  

▲247  
7  

44  
▲13  

2  

▲3.3%  
0.2%  
2.3%  

▲1.2%  
5.9%  

7,391  
4,127  
1,912  
1,307 

38  

▲68  
167  
86  

▲254  
4  

▲0.9%  
4.0%  
4.5%  

▲19.5%  
10.5%  

   営業損益 87  577  ▲490  - ▲245  332  - 

営業外収益 214  198  16  7.9%  264  ▲50  ▲18.9%  
営業外費用 743  741  2  0.3%  722  21  2.9%  

   経常損益 ▲443  34  ▲477  - ▲704  261  - 

臨時利益 1        -               1  - 72  ▲71  ▲98.5%  
臨時損失 1  0  0  120.7%  802  ▲801  ▲99.9%  

   当期純損益 ▲443  34  ▲476  - ▲1,434  991  - 
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第４編 公立病院の置かれた状況、及び吹田市民病院と 

隣接自治体の公立病院などとの経営状況の比較 

 

第１ 全国の公立病院の置かれた厳しい経営環境 

総務省が令和 7年 9月 30日に発表した地方公営企業等決算によると、地方自治体
が運営する全国 678 の公立病院事業全体の経常収支は、3952 億円の赤字で、赤字と
なった病院の割合は 83.3％となっている。経常収支の赤字額、赤字病院の割合とも
に過去最高という状況であった。次ページは、総務省のホームページに掲載されて

いる令和 7年 9月 30日発表の報道資料から病院事業に関する経営指標の推移を抜粋
したものである。職員給与などの人件費や材料費の高騰で収支が悪化していること

が如実に表れている。 
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公益社団法人全国自治体病院協議会の調査でも、自治体が運営する公立病院の令

和 6 年度決算で、回答のあった 687 病院のうち経常損失（赤字）の病院が 562 病院
（86％）、吹田市民病院と同規模の病床 400床以上 500床未満の病院では 94％が赤字
とのことである（同協議会のホームページ公表資料による）。 

 

第２ 病院経営指標の比較から見える吹田市民病院の現状と課題 

１ 経営比較分析表 

大阪府のホームページにある地方公営企業を紹介するページには、「経営及び施設

の状況を表す経営指標を活用し、府内市町村（大阪市・堺市を除く、一部事務組合

含む。）の地方公営企業における経年比較や他公営企業との比較、複数の指標を組み

合わせた分析を行うことで、経営の現状及び課題を的確かつ簡明に把握し、今後の

見通しや課題への対応に活用するための分析表」（経営比較分析表）が掲載されてい

る。本報告書作成時点では、令和 5年度までの公表であったため、5年度まで掲載し
たが、吹田市民病院については、令和 6 年度決算をもとに吹田市民病院から数値の
回答を得たので、その点も記載している。 
病院事業については、経営の健全性・効率性の指標（①経常収支比率、②医業収

支比率、③修正医業収支比率、④病床利用率、⑤入院患者 1人 1日当たり収益、⑥外
来患者 1 人 1 日当たり収益、⑦職員給与費対医業収益比率、⑧材料費対医業収益比
率、⑨累積欠損金比率）と、老朽化の状況の指標（①有形固定資産減価償却費率、

②器械備品減価償却率、③1床当たり有形固定資産）が掲載されている。 
これらの指標について吹田市民病院と類似病院の平均値と比較したり、あるいは

大阪府内の公立病院の数値と比較することで、吹田市民病院の現状や課題も見えて

くると考えられるので、以下、紹介する。 
 

２ 吹田市民病院の各指標の状況と類似病院、大阪府内の公立病院との比較 

(1) 各指標を比較した類似病院、大阪府内の公立病院について 

大阪府のホームページでは、吹田市民病院と類似病院の平均値が紹介されている。

また、吹田市民病院及び吹田市健康まちづくり室に、経営分析にあたって参考にし

たり比較したりする病院を質問したところ、吹田市民病院は、規模や機能が類似し

ていても医療圏の特徴が異なるため、優良事例として特に比較している病院はない

ものの、同じ圏域内の病院との間で患者動向や経営状況等を共有しているとの回答

があり、また、健康まちづくり室からは大阪府内のほかの地方独立行政法人を参考

にしている、との回答があった。そこで、下記の各病院の指標と比較することとし

た。下記の表は、いずれも大阪府ホームページに掲載された令和 5 年度決算経営比
較分析表の情報に基づいている。 

 

病院名 法適用区分 

（※1） 

病院区

分 

許可病床

数 

診療科 指定病院状況 

（※2） 

吹田市民病院 

 

地独 一般 431 29 救・臨・地・輪 

吹田市民病院の類似病院 - 一般 400～500 - - 

堺市立病院機構・堺市立総

合医療センター 

地独 一般 480 35 救・臨・が・

感・災・地・輪 
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病院名 法適用区分 

（※1） 

病院区

分 

許可病床

数 

診療科 指定病院状況 

（※2） 

市立東大阪医療センター 地独 一般 520 27 救・臨・が・

災・地・輪 

りんくう総合医療センター 地独 一般 378 26 救・臨・感・

災・地・輪 

市立豊中病院 条例全部 一般 599 31 救・臨・が・

感・地・輪 

市立池田病院 条例全部 一般 364 28 救・臨・地・輪 

市立ひらかた病院 条例全部 一般 327 24 救・臨・感・

地・輪 

箕面市立病院 条例全部 一般 317 26 救・臨・地・輪 

※1 法適用区分  

●地独→地方独立行政法人 ●条例全部→地方公営企業法全部適用 

※2 指定病院状況 

 ●救→救急告示病院    ●臨→臨床研修病院 ●が→がん診療連携拠点病院 

 ●感→感染症指定医療機関 ●災→災害拠点病院 ●地→地域医療支援病院 

 ●輪→病院群輪番制病院 

 

(2) 各指標の比較について 

各指標の計算式、指標の意味、分析の考え方は大阪府のホームページの地方公営

企業のページの「経営指標の概要（病院事業）」による。 
なお、以下の表では病院名について、「堺市立病院機構・堺市立総合医療センター」

については、「堺市立医療センター」、「市立東大阪医療センター」については、「東

大阪医療センター」、「りんくう総合医療センター」については、「りんくう医療セン

ター」と表記する。 
 

ア 経営の健全性・効率性の指標 

 
①経常収支比率（％） 
●計算式：（経常収益÷経常費用）×100 

●指標の意味 

 医業費用、医業外費用に対する医業収益、医業外収益の割合を表し、通常の病院活動によ

る収益状況を示す指標。 

●分析の考え方 

 数値が 100％以上となっている場合、単年度の収支が黒字であることを示している。数値

が 100％未満の場合、単年度の収支が赤字であることを示しており、経営改善に向けた取組

が必要である。公立病院経営強化ガイドラインでは、公立病院が地域の医療提供体制の中

で、適切に役割・機能を果たし良質な医療を提供していくためには、一般会計から所定の繰

出が行われれば「経常黒字」となる経常収支比率 100％を早期に達成し、これを維持するこ

とにより持続可能な経営を実現する必要があるとされている。 
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【経常収支比率の比較表】 
経常収支比率（％） 年度 令和元 令和2 令和3 令和4 令和5 令和6 

吹田市民病院 92.5 102.5 110.4 112.1 95.5 97.1 

（目標: 

100.2） 

吹田市類似病院平均 99.0 103.9 106.6 103.5 96.8 － 

堺市立医療センター 99.8 112.9 120.8 110.8 101.5 － 

東大阪医療センター 99.1 102.3 115.3 106 96.3 － 

りんくう医療センター 100.1 105.1 110.7 105.7 98.0 － 

市立豊中病院 95.9 103.8 105.3 101.0 97.0 － 

市立池田病院 98.0 103.8 112.2 109.9 93.0 － 

市立ひらかた病院 99.7 105.8 114.9 111.1 97.8 － 

箕面市立病院 88.1 96.0 105.4 110.6 87.4 － 

（％） 
【比較表から読み取れること】 

吹田市民病院は、令和 5 年度は類似病院平均をわずかではあるが下回っている。
分析の考え方にあるように、数値が 100％未満の場合、単年度の収支が赤字であるこ
とを示しており、経営改善に向けた取組が必要である、とされている。ただ、令和 5
年度を見ると類似病院平均も、他の比較病院も、堺市立総合医療センターを除き

100％を割っており、公立病院の厳しい経営状況を表している。令和 2 年度～4 年度
が吹田市民病院も含めて全ての病院がほぼ 100％を超えているのは、新型コロナ対策
の補助金収入などによるものと思われる。また、吹田市は令和 6 年度は 97.1％と目
標（100.2％）に達しないものの、令和 5年度に比べて数値が改善している。 

 
②医業収支比率（％） 
●計算式：（営業収益÷営業費用）×100 

●指標の意味 

 病院の本業である医業活動から生じる医業費用に対する医業収益の割合を示す指標。 

●分析の考え方 

 医業費用が医業収益によってどの程度賄われているかを示すものであり、医業活動におけ

る経営状況を判断するものである。医業収支比率における地方独立行政法人の営業収益は公

営企業と同様に、「入院収益」「外来収益」及び室料差額収益等の「その他医業収益」並びに

地方公営企業法施行令第 8 条の 5 第 1 項第 3 号の経費に係る繰入金のうち、救急医療の確

保、保健衛生行政事務に要する経費に相当する運営費負担金等の合計としている。 

 

【医業収支比率の比較表】 
医業収支比率（％） 年度 令和元 令和2 令和3 令和4 令和5 令和6 

吹田市民病院 90.5 89.2 88.9 92.2 88.7 94.6 

（目標： 

96.8） 

吹田市類似病院平均 92.4 87.5 89.4 88.9 89.2 － 
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医業収支比率（％） 年度 令和元 令和2 令和3 令和4 令和5 令和6 

堺市立医療センター 97.5 96.5 97.8 101.0 100.6 － 

東大阪医療センター 98.6 94.5 96.9 96.8 96.0 － 

りんくう医療センター 97.9 90.3 92.7 95.1 95.0 － 

市立豊中病院 92.1 80.2 83.9 86.7 91.8 － 

市立池田病院 101.2 98.5 97.8 98.2 93.9 － 

市立ひらかた病院 89.8 83.2 89.8 90.1 86.8 － 

箕面市立病院 89.1 80.5 85.1 89.9 84.2 － 

（％） 
【比較表から読み取れること】 

吹田市民病院は、令和 5 年度は類似病院平均をわずかではあるが下回っている。
分析の考え方にあるように、この指標は医業費用が医業収益によってどの程度賄わ

れているかを示すものであり、医業活動における経営状況を判断するものである。

他の 3 つの地方独立行政法人がいずれも 90％を超えているところ、吹田市民病院は
90％を下回っている。ただ、令和 6 年度は吹田市民病院も 90％を超えており改善傾
向にある。 

 
③修正医業収支比率（％） 
●計算式：｛（入院収益＋外来収益＋その他医業収益）÷営業費用｝×100 

●指標の意味 

 病院の本業である医業活動から生じる医業費用に対する修正医業収益の割合を示す指標。 

●分析の考え方 

 医業費用が、医業収益から他会計負担金、運営費負担金等を除いたもの（修正医業収益）

によってどの程度賄われているかを示すものであり、医業活動における経営状況を判断する

ものである。公立病院経営強化ガイドラインにおいては、修正医業収支比率についても、所

定の繰出が行われれば経常黒字が達成できる水準となるように数値目標を定め、その達成に

向け、本業である修正医業収支の改善に向けた取組を進める必要があるとされている。 

 
【修正医業収支比率の比較表】 
修正医業収支比率 

（％） 年度 

令和元 令和2 令和3 令和4 令和5  令和6 

吹田市民病院  
89.3 88.1 87.7 91.0 87.6 93.5 

吹田市類似病院平均 89.9 84.9 86.9 86.4 86.7 － 

堺市立医療センター 91.4 88.7 90.2 93.6 93.3 － 

東大阪医療センター 97.9 93.4 95.5 95.7 95.0 － 

りんくう医療センター 93.8 88.0 90.3 92.5 92.5 ― 

市立豊中病院 89.8 77.8 81.6 84.4 89.6 － 

市立池田病院 99.9 97.9 97.3 97.3 92.5 － 

市立ひらかた病院 86.2 79.4 86.0 86.1 83.2 － 

箕面市立病院 89.0 80.4 85.0 88.6 82.9 － 
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（％） 
【比較表から読み取れること】 

吹田市民病院は令和 5 年度は類似病院平均をわずかに上回っている。この指標は
医業費用が、医業収益から他会計負担金、運営費負担金等を除いたもの（修正医業

収益）によってどの程度賄われているかを示すものである。吹田市民病院は、②の

医業収支比率は平均を下回っているところ、収益から他会計負担金、運営費負担金

等を除いた修正医業収支比率は平均を上回っている。また、吹田市民病院は令和 6
年度は 90％を超え改善傾向にある。 
この点、各病院において、②の医業収支比率と③の修正医業収支比率の差のパー

センテージを比較してみたところ、下記のとおりであった。これを見ると、吹田市

民病院は令和元年以来、1.1～1.2％で変わっていないが、類似病院平均は 2.5～2.6％
となっており、下回る状況が続いている。吹田市民病院は救急医療の確保、保健衛

生行政事務に要する経費に相当する運営費負担金等の医業収支に占める比率が類似

病院平均よりも低くなっていることが読み取れる。 
 
【医業収支比率と修正医業収支比率の差のパーセンテージ】 

年度 令和元 令和2 令和3 令和4 令和5 令和6 

吹田市民病院  
1.2 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 

類似病院平均 2.5 2.6 2.5 2.5 2.5 － 

堺市立医療センター 6.1 7.8 7.6 7.4 7.3 － 

東大阪医療センター 0.7 1.1 1.4 1.1 1.0 － 

りんくう医療センター 4.1 2.3 2.4 2.6 2.5 － 

市立豊中病院 2.3 2.4 2.3 2.3 2.2 － 

市立池田病院 1.3 0.6 0.5 0.9 1.4 － 

市立ひらかた病院 3.6 3.8 3.8 4.0 3.6 － 

箕面市立病院 0.1 0.1 0.1 1.3 1.3 － 

（％） 
④病床利用率（％） 
●計算式：（年延入院患者数÷年延病床数）×100 

●指標の意味 

 病院の施設が有効に活用されているか判断する指標。なお、年延入院患者数は毎日24時現

在の在院患者数と当日の退院患者数を加えたものであり、年延病床数は医療法の規定に基づ

き許可を受けた病床数に入院診療日を乗じて得たものである。 

●分析の考え方 

 病床利用率が低い場合、病床数に見合う職員配置による経費が生じているにもかかわら

ず、それに相応する診療収入が得られず、経営悪化の要因となる。公立病院経営強化ガイド

ラインにおいても、病床使用率が特に低水準な病院（令和元年度まで過去 3 年間連続して

70％未満）については、特に、必要な機能分化・連携強化の取組について、地域の実情を踏

まえつつ十分な検討を行い、必要な取組について公立病院経営強化プランに記載するよう要

請されているため、その点も考慮して分析すべきである。 
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【病床利用率の比較表】 
病床利用率（％） 年度 令和元 令和2 令和3 令和4 令和5 令和6 

吹田市民病院 88.3 78.3 72.1 68.7 72.7 77.8 

（目標： 

90.0） 

吹田市類似病院平均 77.0 68.4 68.2 68.4 70.9 － 

堺市立医療センター 89.0 72.4 71.6 77.5 86.4 － 

東大阪医療センター 91.4 83.9 74.6 79.1 78.9 － 

りんくう医療センター 90.4 77.8 78.3 81.4 85.4 － 

市立豊中病院 80.5 61.7 66.2 69.4 75.2 － 

市立池田病院 91.5 81.6 77.2 76.0 75.0 － 

市立ひらかた病院 76.9 69.4 72.7 74.1 74.7 － 

箕面市立病院 86.2 71.0 75.3 69.3 66.8 － 

（％） 
【比較表から読み取れること】 

吹田市民病院は令和元年度～5年度まで、いずれも類似病院平均を上回る病床利用
率となっている。他方で令和 5年度の利用率を見ると、大阪府内の他の 3つの地方独
立行政法人の病床使用率を下回っている。ただ、令和 6 年度は吹田市民病院も改善
傾向にある。 
令和 2年度～4年度は新型コロナウイルス感染症の拡大でいずれの病院も大きく病

床利用率が下がっているため、コロナ前の令和元年度とコロナ後の令和 5 年度の病
床利用率を比較してみたのが下記の表である。これを見ると、吹田市民病院は類似

病院比較や大阪府内の 3 つの地方独立行政法人（堺市、東大阪市、りんくう）と比
べると、病床利用率がコロナ前の水準に戻っていないことが分かる。他方、もとも

と病床利用率の低かった市立ひらかた以外の北大阪地区の病院のうち池田、箕面は

いずれも吹田市民病院と同様の状況である。 
 
【令和 5年度と元年度の病床利用率の比較】 
病床利用率（％） 令和元年度 令和5年度 令和5年度と元年度の比較 

吹田市民病院 88.3 72.7  マイナス 15.6％ 

吹田市類似病院平均 77.0 70.9 マイナス 6.1％ 

堺市立医療センター 89.0 86.4 マイナス 2.6％ 

東大阪医療センター 91.4 78.9 マイナス 12.5％ 

りんくう医療センター 90.4 85.4 マイナス 5％ 

市立豊中病院 80.5 75.2 マイナス 5.3％ 

市立池田病院 91.5 75.0 マイナス 16.5％ 

市立ひらかた病院 76.9 74.7 マイナス 2.2％ 

箕面市立病院 86.2 66.8 マイナス 19.4％ 
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⑤入院患者 1人 1日当たり収益（円） 
●計算式：（入院収益÷年延入院患者数）×1,000 
●指標の意味 

 入院患者への診療及び療養に係る収益について、入院患者 1 人 1 日当たりの平均単価を示

す指標。 

●分析の考え方 

 経年比較で減少傾向にある場合や、類似病院の平均より下回っている場合は、その原因に

ついて分析し、安定した収益が確保できるよう、改善へ向けて検討することが求められる。 

 
【入院患者 1人 1日当たり収益の比較表】 
入院患者1人1日当たり

収益（円） 年度 

令和元 令和2 令和3 令和4 令和5 令和6 

吹田市民病院 57,773 64,389 69,855 75,591 72,119  72,014 

（目標： 

68,500） 

吹田市類似病院平均 60,271 63,766 66,386 69,418 70,803 － 

堺市立医療センター 75,918 90,815 95,366 92,485 84,402 － 

東大阪医療センター 63,126 70,008 81,640 81,680 80,604 － 

りんくう医療センター 82,981 91,322 99,419 99,946 96,490 － 

市立豊中病院 64,538 70,114 71,780 73948 75,963 － 

市立池田病院 63,667 68,935 75,363 78,459 73,976 － 

市立ひらかた病院 57,835 61,958 64,203 64,955 63,701 － 

箕面市立病院 57,299 62,335 63,032 73,822 67,636 － 

（円） 
【比較表から読み取れること】 

吹田市民病院は類似病院平均を上回っている。令和 5年度は 4年度と比べると金額
が減少しているが、令和元年度以降を全体的にみると増加傾向にあり、令和6年度も
5年度並みを維持している。 
大阪府内の 3 つの地方独立行政法人（堺市、東大阪市、りんくう）と比べると、

収益金額が低くなっているが、吹田市民病院とこれらの病院には異なる機能もある

と考えられ、単純に金額を比較することはできないと思われる。 
 
⑥外来患者 1人 1日当たり収益（円） 
●計算式：（外来収益÷年延外来患者数）×1,000 
●指標の意味 

 外来患者への診療及び療養に係る収益について、外来患者 1 人 1 日当たりの平均単価を示

す指標。 

●分析の考え方 

 経年比較で減少傾向にある場合や、類似病院の平均より下回っている場合は、その原因に

ついて分析し、安定した収益が確保できるよう、改善へ向けて検討することが求められる。 
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【外来患者 1人 1日当たり収益の比較表】 
外来患者1人1日当たり

収益（円） 年度 

令和元 令和2 令和3 令和4 令和5 令和6 

吹田市民病院 17,448 18,873 19,809 20,772 21,680  22,571 

（目標： 

20,000） 

吹田市類似病院平均 16,979 18,423 19,190 19,216 20,167 － 

堺市立医療センター 24,663 27,182 26,374 27,854 27,864 － 

東大阪医療センター 18,906 21,480 23,084 24,122 26,474 － 

りんくう医療センター 14,305 15,398 15,691 16,185 16,919 － 

市立豊中病院 18,220 19,130 19,489 20,752 21,752 － 

市立池田病院 17,211 19,848 20,893 21,522 22,357 － 

市立ひらかた病院 12,279 13,573 14,835 15,036 14,661 － 

箕面市立病院 14,046 14,945 14,706 15,991 16,515 － 

（円） 
【比較表から読み取れること】 

吹田市民病院は類似病院平均を上回っており、経年比較でも徐々に増額傾向にあ

る。 
 
⑦職員給与費対医業収益比率（％） 
●計算式：｛職員給与費÷（医業収益（営業収益））｝×100 

●指標の意味 

 医業収益の中で職員給与費が占める割合を示す指標。 

●分析の考え方 

 病院は人的サービスが主体となる事業であり、職員給与費が最も高い割合を占めることと

なる。このため、職員給与費をいかに適切なものとするかが重要なポイントとなるが、一方

で病院事業においては、単なる人件費の抑制・削減では収益改善につながらず、むしろ積極

的に医師・看護師等を確保することで収益改善につながるケースがあることにも留意すべき

である。職員給与費対医業収益比率が高い病院にあっては、職員配置の変更に伴う費用の増

加に見合った料金収入を得られていない可能性があるため、適切な施設基準の取得等、収益

の確保について検討する必要がある。また、業務委託化が進んでいる病院は、委託料対医業

収益比率と合わせて検討する必要がある。 

 

【職員給与費対医業収益比率】 
職員給与費対医業収益比

率（％） 年度 

令和元 令和2 令和3 令和4 令和5 令和6 

吹田市民病院 50.2 45.9 41.3 39.0 48.0  46.9 

 

吹田市類似病院平均 53.0 56.7 54.2 53.9 54.1 － 

堺市立医療センター 44.1 41.0 39.8 41.4 44.9 － 

東大阪医療センター 49.4 47.9 41.3 44.6 49.1 － 

りんくう医療センター 53.3 49.7 44.9 45.8 50.0 － 
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職員給与費対医業収益比

率（％） 年度 

令和元 令和2 令和3 令和4 令和5 令和6 

市立豊中病院 52.5 65.9 62.1 58.0 54.2 － 

市立池田病院 46.6 50.4 51.2 49.6 53.0 － 

市立ひらかた病院 55.9 62.3 57.4 56.1 58.0 － 

箕面市立病院 60.6 72.5 68.1 63.5 68.5 － 

（％） 
【比較表から読み取れること】 

吹田市民病院は令和 5 年度まで類似病院平均を下回る水準となっており、他の病
院と比較しても比較的低い水準にとどまっている。令和 6年度も 5年度と比べて低下
している。経費の中でも最も大きな割合を占める職員給与費が適切な水準に保たれ

ることは健全経営のために必要なことである。他方で、分析の考え方にあるように、

病院事業においては、単なる人件費の抑制・削減では収益改善につながらず、むし

ろ積極的に医師・看護師等を確保することで収益改善につながるケースがあること

にも留意すべき、とされており、吹田市民病院においてもこの点の注意は必要と思

われる。 
 
⑧材料費対医業収益比率（％） 
●計算式：｛材料費÷医業収益（営業収益））｝×100 

●指標の意味 

 医業収益の中で材料費が占める割合を示す指標。 

●分析の考え方 

 薬品費等を含む材料費は、費用のうち職員給与費に次いで高い割合を占める要因の 1 つで

ある。類似病院平均より上回っている場合は、その原因について分析し、材料・医薬品等の

効率的な調達や管理に向け、専門性を持った事務職員を確保・育成するなど、改善へ向けて

検討することが求められる。 

 

【材料費対医業収益比率】 
材料費対医業収益比率

（％） 年度 

令和元 令和2 令和3 令和4 令和5 令和6 

吹田市民病院 27.8 23.2 23.0 23.8 29.1  29.8 

 

吹田市類似病院平均 26.4 26.2 26.3 26.3 28.0 － 

堺市立医療センター 27.4 22.6 21.2 24.7 27.5 － 

東大阪医療センター 26.0 25.7 23.8 26.8 30.2 － 

りんくう医療センター 23.2 21.9 22.0 24.2 26.4 － 

市立豊中病院 28.5 29.3 29.4 29.5 29.2 － 

市立池田病院 27.0 28.4 29.1 30.2 30.9 － 

市立ひらかた病院 19.3 21.7 21.1 21.4 21.4 － 

箕面市立病院 22.6 24.2 23.8 24.1 24.6 － 

（％） 
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【比較表から読み取れること】 

吹田市民病院は令和 5 年度についてはわずかながら類似病院平均を上回っている。
令和 6年度は 5年度より微増している。個別の病院との比較は、それぞれの病院の担
っている医療内容によって影響されると考えられ、単純に金額を比較することはで

きないと思われる。 
 
⑨累積欠損金比率（％） 
●計算式：｛累積欠損金（当期未処理損失）÷事業の規模（営業収益）｝×100 

●指標の意味 

 医業収益に対する累積欠損金（当年度未処理欠損金、当期未処理損失）の状況を示す指

標。 

●分析の考え方 

 過去に発生した赤字の積み上げである累積欠損金が発生していないことが必要であり、発

生している場合は経年の状況も踏まえながら、累積欠損金が減少されるよう、黒字化に向け

た抜本的な経営改善が必要である。地方独立行政法人における当期未処理損失は地方独立行

政法人法第 40 条第 2 項における損失の処理を行う前のものである。 

 

【累積欠損金比率比較表】 
累積欠損金比率（％） 年度 令和元 令和2 令和3 令和4 令和5 令和6 

吹田市民病院 42.8 39.4 25.2 13.6 25.7  28.3 

 

吹田市類似病院平均 40.1 40.8 40.4 33.8 29.9 － 

堺市立医療センター 10.0 0 0 0 0 － 

東大阪医療センター 7.6 5.3 0 0 3.9 － 

りんくう医療センター 8.9 4.5 0 0 2.2 － 

市立豊中病院 10.4 7.3 0.1 0 2.3 － 

市立池田病院 149.4 147.6 128.9 115.3 128.0 － 

市立ひらかた病院 0.5 0 0 0 0 － 

箕面市立病院 138.0 156.7 139.6 118.8 145.4 － 

（％） 
【比較表から読み取れること】 

吹田市民病院は令和 5年度は類似病院平均を上回る水準にあり、令和 6年度は 5年
度よりも高くなっている。 

 
イ 老朽化の状況の指標 

①有形固定資産減価償却率（％） 
●計算式： 

（有形固定資産減価償却累計額÷有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿価格）×100 

●指標の意味 

 有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを示す指標で、資産

の老朽化度合を表す。 

●分析の考え方 

 当該指標は、一般的に数値が 100％に近いほど、保有資産の使用年数が法定耐用年数に近

づいているものである。分析に当たっての留意点として、例えば、経年比較において数値が
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増加傾向にある場合や類似病院との比較において数値が高い場合には老朽化が進んでいるこ

とを示しており、医療需要の変化なども踏まえ、長期的な視点を持って、病院施設や設備の

長寿命化や更新などを計画的に行う必要がある。施設の更新等を検討する際には、役割・機

能の最適化と連携の強化を検討し、それを踏まえて施設・設備の最適化に取り組む必要があ

る。 

 

【有形固定資産減価償却率比較表】 
有形固定資産減価償却率

（％） 年度 

令和元 令和2 令和3 令和4 令和5 令和6 

吹田市民病院 16.8 23.9 30.3 36.8 42.7  47.2 

 

吹田市類似病院平均 56.4 56.8 58.5 57.4 57.3 － 

堺市立医療センター 41.2 46.6 51.0 55.3 58.4 － 

東大阪医療センター 23.4 28.8 34.4 40.2 44.4 － 

りんくう医療センター 34.8 34.9 36.3 38.8 41.5 － 

市立豊中病院 64.3 65.0 66.5 68.2 69.0 － 

市立池田病院 67.9 70.6 71.7 73.4 74.3 － 

市立ひらかた病院 41.4 43.0 46.0 48.8 53.0 － 

箕面市立病院 68.8 70.4 72.1 71.7 72.6 － 

（％） 
【比較表から読み取れること】 

吹田市民病院は平成 30 年に新病院に移転したという事情もあると思われるが、類
似病院平均をかなり下回る水準にある。ただ、当然のことであるが、年々、減価償

却率は増加傾向にある。今後は、上記の分析の考え方にあるように、医療需要の変

化なども踏まえ、長期的な視点を持って、病院施設や設備の長寿命化や更新などを

計画的に行うことや、施設の更新等を検討する際には、役割・機能の最適化と連携

の強化を検討し、それを踏まえて施設・設備の最適化に取り組む必要がある、と思

われる。 
 

②器械備品減価償却率（％） 
●計算式：（器械備品減価償却累計額÷償却資産のうち器械備品の帳簿原価）×100 

●指標の意味 

 有形固定資産のうち医療器械備品の減価償却がどの程度進んでいるかを示す指標で、資産

の老朽化度合を表す指標。 

●分析の考え方 

 上記①有形固定資産減価償却率と同様。 

 
【器械設備品減価償却率比較表】 
器械設備品減価償却率（％） 

年度 

令和元 令和2 令和3 令和4 令和5 令和6 

吹田市民病院 37.5 51.8 62.6 73.9 82.8 86.7 

吹田市類似病院平均 71.1 69.8 69.7 68.8 68.6 － 

堺市立医療センター 70.5 76.4 80.1 83.4 83.8 － 
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器械設備品減価償却率（％） 

年度 

令和元 令和2 令和3 令和4 令和5 令和6 

東大阪医療センター 45.9 49.8 56.6 63.9 66.4 － 

りんくう医療センター 67.6 57.8 61.6 66.2 71.2 － 

市立豊中病院 71.1 70.4 73.6 75.4 71.9 － 

市立池田病院 66.0 71.5 74.7 79.1 78.8 － 

市立ひらかた病院 71.8 68.9 68.7 66.6 69.8 － 

箕面市立病院 79.6 80.6 81.9 79.3 77.1 － 

（％） 
【比較表から読み取れること】 

吹田市民病院は令和 4年度から類似病院平均を上回り、5年度には 80％を超える状
況になり、6 年度は 85％を超えている。今後は有形固定資産減価償却費率の部分で
記載したのと同様の検討が必要となると考えられる。 

 
③1床当たり有形固定資産（円） 
●計算式：（有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価÷年度末病床数（合計））×1,000 
●指標の意味 

 1 床当たりの有形固定資産の保有状況を示す指標。 

●分析の考え方 

 過大な投資は、将来的に減価償却費として収益的支出の増大にもつながることから、類似

病院平均より上回っている場合は、その原因について分析し、今後の施設・設備に係る投資

については、必要性や適正な規模等について十分に検討を行うことが必要である。 

 

【1床当たり有形固定資産比較表】 
1床当たり有形固定資

産（円） 年度 

令和元 令和2 令和3 令和4 令和5 

吹田市民病院 44,725,350 45,028,121 45,580,494 45,951,937 46,309,299  

吹田市類似病院平均 48,164,556 49,637,382 50,098,024 50,586,262 51,878,916 

堺市立医療センター 53,841,965 54,278,074 54,713,018 55,411,253 56,463,018 

東大阪医療センター 24,598,942 26,323,379 27,579,413 28,638,358 30,122,292 

りんくう医療センタ

ー 
60,296,706 62,530,863 63,038,928 63,598,335 63,902,152 

市立豊中病院 73,542,467 73,782,887 74,300,773 73,288,762 74,849,214 

市立池田病院 66,655,467 66,966,852 67,789,247 68,017,882 68,951,593 

市立ひらかた病院 49,142,287 49,103,794 49,628,755 51,393,388 52,096,928 

箕面市立病院 71,893,842 71,627,442 71,967,536 74,647,839 76,025,013 

（円） 
【比較表から読み取れること】 

吹田市民病院は令和元年度から令和 5 年度のいずれにおいても、類似病院平均を
下回る水準にとどまっているが、令和 6年度は 46,564,819円と微増とのことである。 
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前ページのグラフは大阪府のホームページに掲載されている吹田市民病院の経営

比較分析表（令和 5 年度決算）から引用した。青の棒グラフが吹田市民病院、赤の
折れ線グラフが類似病院（病院区分＝一般病院、及び、類似区分＝400 床以上～500
床未満に基づき算出）平均値である。右肩にある【 】内の数字が令和 5 年度の全
国平均値である。 

 

(3) 各指標の比較から見える吹田市民病院の現状と課題  

大阪府のホームページに掲載されている吹田市民病院の令和 5 年度経営比較分析
表では、次のとおり分析欄に記載されている。 

 
【経営の健全性・効率性について】 

 令和 5 年度は 5 月に新型コロナウイルス感染症が 5 類感染症に移行し、一般診療体制との

両立を図る中で患者数の増加に努め、令和元年度水準に近い患者数を確保できたものの、平

均在院日数が短縮傾向であることから、④病床利用率は令和元年度水準まで回復していな

い。 

 コロナ特例の廃止に伴い入院診療単価が減少し、⑤入院患者 1 人 1 日当たり収益は減少し

た。また、コロナ関連補助金の減少により①経常収支比率、②医業収支比率、⑨累積欠損金

比率は悪化した。 

 職員数の増加等により⑦職員給与費対医業収益比率が上昇し、高額薬剤の使用量の増加等

により⑧材料費対医療収益比率も上昇した。 

 

【老朽化の状況について】 

当院は平成 30年 12月に新病院へ移転した。旧病院は建設後 35年を経過し、器械設備等の

経年劣化をはじめとする施設の老朽化が進んでいたが、新病院移転時に器械設備等の更新を

行ったため、①有形固定資産減価償却率は類似病院平均値を下回っている。②器械備品減価

償却率は、病院移転時に整備した器械備品の主な減価償却期間が概ね 5 年間となっているた

め、耐用年数の経過とともに上昇している。 

 

【全体総括】 

 病院移転時に整備した器械備品の主な減価償却が令和 5 年度で終了したため、経常収支比

率、医業収支比率、累積欠損金比率の改善に向けて、収益面については、救急搬送・紹介患

者の受入れ体制強化、施設基準の取得及び手術件数増加の取組を推し進める。費用面につい

ては、職員給与費は人員配置や時間外勤務の適正化に努める。材料費は購入単価を抑えられ

るよう引き続きベンチマークシステムを活用する。 

 
令和 6 年度は、経営の健全性・効率性の各指標では、①経常収支比率、②医業収

支比率、③修正医業収支比率のいずれも令和 5 年度からは改善傾向にある。④職員
給与費医業収益比率は令和 5 年度より若干下がっているが、⑤材料費医業収支比率
は若干上昇傾向にある。また、⑥累積欠損金比率も上昇傾向にある。老朽化の指標

については、いずれの指標も上昇傾向もあり、今後、これらへの対応に相応の費用

が掛かることが想定される。なお、②医業収支比率と③修正医業収支比率の差（救

急医療の確保、保健衛生行政事務に要する経費に相当する運営費負担金に相当）は、

これまでと同様に 1.1％であった。 
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第５編 結果、意見のまとめ表 

 
第 1編「外部監査の概要」の第 4「外部監査の方法」で述べたように、本外部監査

においては、法律上、地方独立行政法人はどのようなことが期待されているのか、

という点を出発点にし、政策医療を担う公立病院の経営が全国的に困難な状況にあ

り吹田市民病院も同様であること、多くの医療機関が集積している吹田市の特徴、

病院事業を今後も継続的かつ適正に運営していくために必要な体制整備という観点

を踏まえ、今後とも吹田市民病院が地域医療の中核を担っていくために何が必要か、

の検討を行った。 
第 4「外部監査の方法」で挙げた具体的な監査項目、監査において主に注目した点

と「監査の結果及び意見」の関係は、概ね下記である。 
 
監査項目 具体的に監査において 

主に注目した点 

「監査の結果及び意見」 

①政策医療・

高度医療の適

切な実行 

 救急医療や小児医療へ

の取組状況 

 第 2「病院事業の進捗や目標の達成

状況を踏まえた PDCA の検証」の意見

2 

②地域におけ

る他病院との

連携 

 国立循環器病研究セン

ターなど他病院との連

携のあり方 

 第 2「病院事業の進捗や目標の達成

状況を踏まえた PDCA の検証」の意見

3 

③損益管理、

予算、PDCA 

 政策医療と一般医療の

損益把握に基づく損益

改善策の検討 

 予算と決算の乖離が大

きい状況の是非 

 第 2「病院事業の進捗や目標の達成

状況を踏まえた PDCA の検証」の意見

1、4 

 第 4「予算及び決算」の意見 10、11 

④運営費負担

金の適切な運

用 

 運営費負担金の積算基

準や繰出し項目 

 事業項目ごとの実績額

や間接経費の割振 

 第 3「運営費負担金」の意見 7～9、

結果 1、2 

⑤地方独立行

政法人化 10 年

経過での効果

検証 

 地方独立行政法人化の

効果検証と今後の運営

への活用 

 第 2「病院事業の進捗や目標の達成

状況を踏まえた PDCA の検証」の意見

5、6 

⑥医師の働き

方改革への対

応 

 宿日直制度の運用 

 労働基準法の遵守状況 

 第 6「医師の働き方改革及び労務管

理」の意見 12～16、結果 4～6 

⑦適切かつ効

率的効果的な

病院運営 

 医療機器や医薬品調達

の契約事務 

 診療報酬債権の適正な

管理 

 旧病院跡地売却への取

組 

 第 7「契約事務」の結果 7、8、意見

17～25 

 第 8「在庫管理及び材料費の適正

化」意見 26～28 

 第 9「債権管理・回収」の意見 29～

31、結果 9、10 

 第 10「旧病院跡地売却問題」の意見

32 

⑧病院事業を

運営にするた

めの体制 

 内部統制 

 公益通報制度やハラス

メント対応 

 個人情報保護 

 第 5「内部統制」の結果 3 

 第 11「公益通報制度、ハラスメント

通報窓口」の結果 11～15、意見 33～

39 
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監査項目 具体的に監査において 

主に注目した点 

「監査の結果及び意見」 

 情報システムの安全性 

 医療安全体制整備への

取組 

 第 12「個人情報管理」の意見 40 

 第 13「医療情報システム」の意見 41 

 第 14「医療安全管理体制」の意見 42 
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 結果、意見の内容 

第2  病院

事 業 の 進

捗 や 目 標

の 達 成 状

況を踏まえ

たＰＤＣＡの

検証 

【意見 1】経営基盤強化のための取組 

吹田市民病院は、厳しい経営環境のなか、公立病院としての役割、例え

ば、政策医療や地域医療連携などの取組を持続可能な形で実現するために、

病棟ごと又は診療科ごとの損益管理の仕組みの構築や病床利用率の目標達成

に向けた診療科ごとの取組の推進など、今後とも引き続き、その経営基盤強

化のための取組を徹底すべきである。 

【意見 2】政策医療の需要に応える体制の検証 

吹田市民病院において、政策医療に関し、救急や紹介案件について、病院

側の事情を理由に断っている可能性のある例も相当数あり、その体制構築は

未だ途上段階にあると言える。 

吹田市民病院は、政策医療を担う医療機関として、医療需要に応える体制

を構築できているか、例えば、救急搬送や紹介事案の受入状況を子細に検証

し、病院事業に活かすなどして、引き続き体制構築に努めるべきである。 

そして、一般に採算性確保に困難を伴う政策医療に関し、吹田市が、支出

すべき運営費負担金の内容や規模、翻って、吹田市民病院にどのような機

能、規模や体制を期待するかの検討に活かせるように、吹田市民病院は、政

策医療の進捗状況の検証や体制構築に向けた取組状況を密に提供すべきであ

る。 

【意見 3】地域医療連携の取組の推進  

吹田市民病院は、地域医療機関との機能分担・連携、地域医療への貢献

等、計画に掲げる地域連携の取組をさらに推進するために、他の医療機関か

らの紹介への断り事案の分析、中期計画に定める目標指標達成に向けたに向

けた診療科別の取組状況を把握・分析のうえ、診療科別の目標設定について

も検討すべきである。 

【意見 4】法人の目標と整合した業績評価指標の設定 

吹田市民病院は、法人としての事業目標と整合する形で各診療科の業績評

価指標を設定すべきである。 

【意見 5】地方独立行政法人化の効果検証と長期的視点での計画 

吹田市及び吹田市民病院は、地方独立行政法人化10年が経過したこの時期

に、当初地方独立行政法人化で期待していた内容や、拠出金・運営費負担金

の支出状況、患者満足度調査結果などを踏まえ、地方独立行政法人化による

効果を検証すべきである。 

そして、吹田市民病院は、その検証で明らかになった成果や課題をもと

に、長期的視点での計画を策定していくべきである。 

【意見 6】市議会や委員会における病院職員の出席 

吹田市及び吹田市民病院は、吹田市議会において、直接、病院職員が病院

事業に関する説明を行うことによって、病院事業の現状につき市議会や市民

の理解が得られるように努めるべきである。 

第3  運営

費負担金 

【意見 7】運営費負担金の積算基準の見直し 

吹田市及び吹田市民病院は、運営費負担金について、その実績額の集計方

法を検証した上で、将来にわたって公立病院として政策医療を確実に実施で

きるよう、吹田市が病院へ支出すべき運営費負担金の項目や積算方法を検証

し、見直すべきである。 

【意見 8】運営費負担金の項目ごとの実績額の集計方法の見直し 

吹田市民病院は、運営費負担金の対象とする項目ごとの実績額の集計方法

を吹田市と協議のうえ、より高い精度での集計となるよう見直すべきであ

る。 



48 / 56 

 結果、意見の内容 

【結果 1】医師等研究研修に要する経費の範囲の見直し 

吹田市民病院は、医師等研究研修に要する経費として運営費負担金の対象

金額を集計するにあたり、特定の勘定科目に計上されたものをそのまま集計

するのではなく、当該項目の趣旨に沿ったもののみが集計対象となるよう、

対象経費の範囲を見直すべきである。 

【結果 2】運営費負担金の交付根拠の文書化 

吹田市は、吹田市民病院に対し支出する運営費負担金について、その対

象、算定方法を取り決めた要綱や合意文書を作成するとともに、当該内容に

変更が行われる際にもこれに係る手続を明確にし、その結果を当該文書に反

映するなど、その交付の根拠を明確に文書化すべきである。 

【意見 9】運営費負担金に係る記録の保存 

吹田市及び吹田市民病院は、運営費負担金について、現在の運用に至った

経緯や今後運用を変更する場合にはその経緯を記録として文書化し保存すべ

きである。 

第4  予算

及び決算 

【意見 10】予算の実態に即した積算 

吹田市民病院は、予算の策定において、より実態に即した収入の積算や支

出部署での積み上げを行うなど、予算の機能を有効に活用するための積算方

法を検討すべきである。 

【意見 11】予算統制の強化 

吹田市民病院は、予算による支出管理を強化する予算統制の仕組みを構築

すべきである。 

第5  内部

統制 

【結果 3】内部統制体制の整備 

吹田市民病院は、内部統制に関する規程の策定のほか、リスク分析評価表

の改訂など、内部統制体制の整備の取組を進めるべきである。 

第6  医師

の働き方改

革 へ の 対

応 及 び 労

務管理 

【意見 12】医師の宿日直制度の運用状況のチェックについて 

吹田市民病院は、医師の働き方改革をより徹底するという見地から、医師

が宿日直において通常と同態様の業務を行った時間について正確に宿日直勤

務報告書兼患者診療報告書に記載しているか、定期的に宿日直時の勤務実態

の調査・医師へのアンケートの実施などを行って、チェックする仕組み（け

ん制機能）を導入すべきである。 

【意見 13】医長以上の職員の時間外労働時間の公表 

 吹田市民病院は、各年度の業務実績報告書において、医員・医師のみの時

間外労働時間を集計し、公表しているが、医師の働き方改革をより徹底する

という見地から、医員・医師だけではなく医長以上の管理職の時間外労働時

間についても公表することも検討すべきである。 

【意見 14】時間外勤務命令申請、宿日直勤務報告書提出期限の遵守 

 吹田市民病院は、医師が時間外勤務命令申請及び宿日直勤務報告書の提出

期限を遵守するよう、提出期限の周知を行い、提出期限を徒過した医師に対

する指導及び提出の督促を、引き続き積極的に行うべきである。 

【意見 15】自己研鑽を行ったとされている時間のチェックについて 

 吹田市民病院は、医師の出退勤時間と勤務時間に大きな齟齬があり、その

齟齬の理由が「自己研鑽」とされているときは、自己研鑽とされている内容

の確認を、第三者（病院総務室等）が当該医師及び所属長のそれぞれに対し

て行うなどのチェックする仕組み（けん制機能）を導入すべきである。 
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【結果 4】割増賃金算定の基礎となるべき賃金の見直し 

 吹田市民病院は、基本給のほか地域手当及び処遇改善手当のみを割増賃金

の算定基礎として時間外勤務手当を計算している現在の運用を改め、労働基

準法及び労働基準法施行規則に則った計算を行うべきである。 

【意見 16】管理監督者性について再度の検証 

 吹田市民病院は、現在、医長、看護師長、主任技師長及び主幹以上を管理

監督者として時間外勤務手当等の支払いの対象外としているが、過去の裁判

例を踏まえた上で、管理監督者該当性を再度検証すべきである。 

【結果 5】管理監督者の夜間勤務手当に関する規程の変更 

 吹田市民病院は、管理監督者に対して夜間勤務手当を支給している現状に

合わせ、吹田市民病院の給与規程を改正すべきである。 

【結果 6】変形労働時間制に関する規程及び運用の見直し 

 吹田市民病院は、看護局、放射線部、臨床検査部及び薬剤部で採用されて

いる変形労働時間制が無効とならないよう、規程及び運用を見直すべきであ

る。 

第7  契約

事務 

【結果 7】契約規程に合致する契約方法の選択 

吹田市民病院は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約の契約方法の選

択を、吹田市の運用を参考に作成した、金額を基準とした内部ルールに基づ

き行っているが、契約規程とは異なるものであるため、合規性の観点から、

契約規程に基づく契約方法の選択を行うか、契約規程の改訂を行うべきであ

る。 

【意見 17】予定価格算出根拠資料の契約関係資料一式としての保存 

吹田市民病院は、一般競争入札又は指名競争入札の予定価格を定めるにあ

たって複数の業者から見積書を徴取し、そのうちの最低価格の見積もり金額

を予定価格としているところ、契約関係資料一式には最低価格の見積書しか

保存されていないことが多いが、予定価格算出方法の事後的検証を可能にす

るとともに算出方法の知見を蓄積・承継する観点から、予定価格の算出に用

いた資料、具体的には徴取した見積書のみならず、取引実例価格の検討に用

いた資料等も、契約関係資料一式として保存すべきである。 

【意見 18】入札参加者を増やすための取組の文書化 

吹田市民病院は、一般競争入札における実質的な競争性を確保するために

入札参加者を増やす取組等を実施しているものの、その取組内容の記録等が

保存されていないところ、取組実施の事後的確認を可能にし、その知見を蓄

積・承継する観点から、例えば競争性確保のための取組に関するフロー図を

作成する等して文書化すべきである。 

【結果 8】不適切な契約書作成の省略 

吹田市民病院は、ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）ソ

フトウェア賃貸借契約につき契約書の作成を省略しているが、当該契約は一

般競争入札によるものであり、契約規程において契約書の作成省略が認めら

れている指名競争入札によるものではないから、賃貸人との間で契約書を作

成すべきである。 
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【意見 19】医療機器の購入契約から保守点検契約までの確認事項の文書化 

吹田市民病院においては、医療機器の購入契約から保守契約締結まで、適

正な契約締結に向けた取組が複数あるが、それらについて文書化がなされて

いない。適正な契約締結のための知見を蓄積・承継する観点から、医療機器

の購入契約から保守契約締結までの流れにつき、例えばフロー図を作成する

等して文書化すべきである。 

【意見 20】医療機器導入時における不正防止に向けた取組の実施 

吹田市民病院は、医師をはじめとする職員を不正行為から守るためにも、

医療機器の導入時における不正防止に向けた取組を現在実施されている対応

よりもさらに積極的に実施すべきである。 

【意見 21】契約規程第 21 条第 1 項第 3 号「緊急の必要」の適正な適用 

吹田市民病院は、臨床検査業務（病理検査項目）契約について、病理医の

令和 2 年度から継続している超過勤務等を理由として同号の緊急随意契約を

締結したが、「緊急の必要」が認められるのは突発的な事態が生じた場合に

限定されるべきである。 

【意見 22】契約規程第 22 条第 1 項第 2 号該当性の慎重な判断 

吹田市民病院は、労務顧問業務契約について顧問実績があることと医療業

界特有の問題に精通していることを理由に、前年度と同じ社会保険労務士法

人と第 21条第 1項第 2号の随意契約を締結したものの、上記以外に特段の理

由がないまま当該契約が第 22条第 1項第 2号の「特定の者でなければ…役務

を提供することができないとき」に該当するとして見積書を省略したが、随

意契約による場合の透明性や公平性を確保する観点から、同号の該当性は慎

重に判断すべきである。 

【意見 23】契約書と仕様書の綴じ方の誤り 

吹田市民病院は、アロマケア実施業務及び医師事務作業補助者派遣基本契

約の契約書にいずれも仕様書を綴じていないが、上記各契約において仕様書

は契約内容の一部であるから、契約書と仕様書を一緒に綴じるべきである。 

【意見 24】暴力団排除等の誓約書の全件提出 

吹田市民病院は、契約の相手方より暴力団排除等の誓約書提出を求める場

合を契約金額が 500 万円以上の場合に限定しているが、吹田市に対する令和

5 年度の包括外部監査において当該取扱の合理性につき検討が必要との意見

が出され、吹田市は対応していく時期、内容、方向性について検討中である

が、この意見は市立吹田市民病院にも該当するから、暴力団排除等の誓約書

は全委託契約につき提出を求めるべきである。 

【意見 25】吹田市への監査意見の出資団体、財政支援団体への展開 

吹田市は、包括外部監査の部門横断的な意見や結果で、吹田市民病院のよ

うな出資団体や財政支援団体にも妥当する内容については、積極的に展開し

て周知すべきである。 

第8  在庫

管 理 及 び

材 料 費 の

適正化 

【意見 26】物流管理（SPD）業務委託事業者への立入検査権の明記 

吹田市民病院は、SPD 事業者が医薬品や医療材料等の仕入れ、在庫管理、

配送などを一括して請け負う委託方式を採用しているから、SPD 事業者への

実効的な監督を可能にするために、契約書に委託者への立入検査及び監査権

限を明記すべきである。 

【意見 27】物流管理（SPD）業務の委託内容（仕様書）の精査 

吹田市民病院は、物流管理（SPD）業務委託内容（仕様書）に経営支援業

務を含めるが、物流管理業者が経営支援を行うことは利益相反や不正リスク

があるため、今後、物流管理業務を委託するにあたっては仕様書の内容を精

査して上記リスクを最小限に抑える適切な対応をとるべきである。 



51 / 56 

 結果、意見の内容 

【意見 28】SPD 事業者の固定化を回避する取組の強化 

吹田市民病院は、今後の業者選定にあたっては、SPD 事業者の固定化によ

り業者への過度な依存や癒着のリスクが高まることを踏まえ、SPD 事業者の

固定化を回避する取組を強化すべきである。 

第9  診療

報 酬 債 権

管理・回収 

【意見 29】診療費支払い計画確約書の記載の修正 

 吹田市民病院は、診療費支払い計画確約書について、期限の利益を付与す

る旨の合意の存在を推定させるような記載を削除し、また、債権管理を厳格

にする観点から、一括請求を行う場合の文言を修正するべきである。 

【意見 30】債権管理規程の修正 

 吹田市民病院は、債権管理規程を修正し、督促後の履行請求手段として支

払督促や債権回収の外部への委託の手段を明記すべきである。 

【意見 31】医業未収金回収マニュアルの修正（その 1）と積極的な支払督促

又は債権回収の外部委託の実施の検討 

 吹田市民病院は、医業未収金回収マニュアルを修正して積極的な支払督促

を行ったり、債権回収の外部委託の実施をしたりすることを検討すべきであ

る。 

【結果 9】医業未収金回収マニュアルの修正（その 2） 

 吹田市民病院は、医業未収金回収マニュアルにおける、文書で実施する最

初の督促に時効更新効果がある旨の記載等を修正の上、適切に運用すべきで

ある。 

【結果 10】消滅時効管理の実施 

 吹田市民病院は、個人未収金債権について、消滅時効の起算点、時効期間

及び時効完成の予定を随時債権管理台帳に相当するシステムに明記をするな

どして、消滅時効の管理を実施すべきである。 

第10 旧病

院 の 跡 地

売却問題 

【意見 32】より一層の情報開示と適正かつ早期の跡地売却の実施に向けた努

力 

 吹田市民病院は、旧病院跡地の売却の進捗及び検討の状況についてはより

一層情報を一般に開示しつつ、適正かつ早期の売却の実施に向けた努力をす

べきである。 

第11 公益

通報制度、

ハラスメント

通報窓口 

【結果 11】令和 4 年 6 月施行の改正公益通報者保護法に即した内容へのコン

プライアンス規程の改正 

 吹田市民病院は、令和 4 年 6 月施行の改正公益通報者保護法に即して、コ

ンプライアンス規程の公益通報制度に関する条項の改正を行うべきである。 

また今後は、令和 7 年 6 月に成立した新たな公益通報者保護法の改正への

対応も行う必要がある。 

【結果 12】公益通報対応業務従事者の指定 

 吹田市民病院は、公益通報者保護法第11条第 1項の公益通報対応業務従事

者の指定を行うべきである。 

そして、指定の際には、法定指針にしたがって、書面により指定するな

ど、従事者の地位に就くことが従事者となる者自身に明らかになる方法によ

り定めるべきである。 

【結果 13】公益通報先と責任者の明確化 

吹田市民病院は、コンプライアンス規程上、内部公益通報について、より

具体的な通報先と責任者を明確にすべきである。 
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【結果 14】公益通報受入窓口の組織の長からの独立性確保、及び、調査者の

独立性確保、利益相反の排除 

 吹田市民病院は、法定指針に則り、内部公益通報受付窓口を病院外部（外

部委託先など）に設置するなど、組織の長その他幹部に関する事案について

は、これらの者からの独立性を確保する措置を取るべきである。 

また、吹田市民病院は、事案に関係する者を公益通報対応業務に関与させ

ない措置など、調査者の独立性確保、利益相反の排除等の措置を整備すべき

である。 

【結果 15】公益通報者保護法に則り匿名通報も保護対象であることを明確に 

 吹田市民病院は、公益通報者保護法及び法定指針に則り、内部公益通報対

応の実効性を確保するため、匿名の内部公益通報を受け付け、法律の要件を

満たせば保護対象となることを明確にすべきである。 

【意見 33】公益通報受け入れ要件の緩和 

 吹田市民病院は、公益通報者について、より通報を行いやすくするよう

に、コンプライアンス規程に、「可能な限り証拠資料を添えて行わなければ

ならない」とある点を、「証拠資料がある場合には、これを添えて行うこと

ができる」と改訂することを検討すべきである。 

【意見 34】公益通報方法の要件の緩和 

 吹田市民病院は、公益通報について、より通報を行いやすくするように、

書面による通報に限るのではなく、メール、電話等の通報も受け付けるよう

規程の改訂を検討すべきである。 

【意見 35】公益通報制度の職員への周知 

 吹田市民病院は、公益通報者保護制度について、院内にポスターを掲示す

ること、職員向け研修で通報窓口を積極的に広報すること、イントラネット

の活用等により、職員に対して、より一層の周知を図るべきである。 

【意見 36】ハラスメント相談の職員間の情報共有の範囲の限定 

 吹田市民病院は、ハラスメントの苦情・相談を受け付ける相談員らがハラ

スメント相談を受け付け、調査を行う場合に、どの範囲の職員の間で情報の

共有をしてよいか、その範囲をハラスメント防止規程上に規定するなど、ハ

ラスメント相談者のプライバシーの保護及び秘密の保護をより徹底するため

の方法を検討すべきである。 

【意見 37】ハラスメント通報者保護の徹底 

 吹田市民病院は、ハラスメント通報があり、その後の調査や処分を行うに

あたっては、必要に応じて調査方法を工夫するなどして、ハラスメント通報

者が特定されることがないよう、通報者の保護を徹底すべきである。 

【意見 38】ハラスメントに関するアンケートなどの実施 

吹田市民病院は、ハラスメントの存在を早期に認知するため、ハラスメン

ト窓口だけでなく、定期的なハラスメントに係るアンケート等の実施によ

り、広くハラスメントに係る情報収集を行うべきである。 

【意見 39】ハラスメント研修の実施 

 吹田市民病院は、ハラスメント事例を集約した上で、プライバシー保護に

配慮しつつ病院内の具体的な事例を反映したハラスメント研修の実施を定期

的に行うなどして、ハラスメント防止に努めるべきである。 

第12 個人

情報管理 

【意見 40】個人情報保護に関する研修受講の徹底 

 吹田市民病院は、個人情報保護を推進するため、対象となる全職員が個人

情報保護に係る研修を受講するよう努めるべきである。 
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第13 医療

情報システ

ム 

【意見 41】サイバー攻撃対策の体制整備 

 吹田市民病院は、医療情報システムにおいて保有する患者情報の重要性及

びサイバー攻撃を受け、医療情報システムが停止した場合に、患者の治療に

影響を及ぼす程度の重大性を再度認識した上で、近時、増大しているサイバ

ー攻撃に対応するため、引き続き、最新のサイバー攻撃に対応できる体制を

整え、各職員のみならず、関連業者も含めた人的教育を徹底し、組織的にサ

イバー攻撃に対応できる体制を整えていくべきである。 

第14 医療

安全 

【意見 42】医師によるラウンド指導の実施 

 吹田市民病院は、現在、医療安全専従スタッフである看護師が各部署・診

療科をラウンドし、医療安全対策を実施しているか確認・指導しているが、

今後は、定期的に医師によるラウンド指導も加えることを検討すべきであ

る。 
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第６編 おわりに 

（本編は監査人が今回の監査の過程で抱いた主観的な感想が多分に含まれているため、

敢えて「私」という主語を使い、「ですます」調とさせていただきます。） 
 
私が包括外部監査人を務める最終年度である今回、補助者のみなさんとも相談のう

え、吹田市民病院をテーマに取り上げました。テーマ選定の理由は公式には、第 1 編、
第 3で記載したように、吹田市民病院が地方独立行政法人となって 10年を経過し、令
和 7 年度が第 3 期中期目標期間の最終年度であること、吹田市民病院が全国の公立病
院と同様に、必ずしも「良好な財務状況にあるとはいえない」（令和 5 年度定期監査報
告書の意見）とされていることによりますが、何よりも監査人も補助者も、普段は利

用者という立場でしか触れることがない病院という世界に関心があり、興味を持って

監査を行うことができそうだ、という点がありました。ただ、いざ監査を始め、吹田

市民病院や吹田市健康まちづくり室などの担当者から資料の提供を受け様々な説明を

受けるにつれ、「これはとても難しいテーマを選んでしまったのではないか」との思い

が強まっていきました。それは、過去の 2 年間のテーマ（委託、債権管理）とは異な
り、吹田市民病院の抱える様々な問題は、吹田市民病院や吹田市だけの自助努力では

限界がある部分が多分にあり、そのようななかで、包括外部監査人という立場でどこ

に軸足を置いて、どのような方向で意見を述べるのがよいのか、次のような様々な

「ジレンマ」を感じていたことによります。 
 
第 4 編で述べたように、現在、全国の公立病院は軒並み赤字経営に陥っています。

そこには一方で人件費や材料費の高騰が続き、他方で医師や看護師の人員確保のため

には適切な処遇が必要であり、また患者に対して適切な医療を提供するには高価であ

っても必要な薬剤を調達しなければならない、ということがあります。この点は国の

診療報酬制度のあり方などと密接不可分です。 
また、地方独立行政法人として役割が求められる救急や小児などの政策医療の役割

を適切に果たすためには、必要に応じて市民の税金を原資とする運営費負担金を吹田

市が拠出する必要がありますが、その積算基準は国の地方公営企業繰出金の繰出基準

に左右されます。 
さらに、吹田市民病院では予算と決算の間に大きな乖離があります。その大きな要

因に病床利用率の目標 90％に対し、特にコロナ禍が過ぎた後に実績が戻ってこないと
いう点がありますが、無理をし過ぎて病床利用率を上げようとすると、場合によって

は世間で問題とされている不必要入院や患者負担の増大につながる可能性があります。

かと言って、病床を削減することは第 6 編、第 2 で紹介した大阪府医療計画、地域医
療構想との整合性が求められ、吹田市民病院が属する豊能第二次医療圏の入院医療需

要及び入院患者の受療動向をもとに、地域全体で考える必要があり、吹田市民病院だ

けで方針を決めるのは容易ではない、という事情があります。 
その他にも、医師の働き方改革や労務管理については大学医局人事との関係があり

そうですし、医療機器などを調達する契約についても、もともと調達先のメーカーな

どが限られており吹田市民病院として競争性を確保する手段が必ずしも多くないとい

う業界事情もありそうです。 
 
このような様々な「ジレンマ」を前にして、吹田市の包括外部監査人としてはどこ

を出発点にして何を監査すればよいのか、補助者とも何度も協議をしました。その結

果、原点に返って、そもそも地方独立行政法人法では、地方独立行政法人にどのよう
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なことを期待しているのかを考える必要がある、ということにたどり着きました。す

でに報告書の中で繰り返し紹介していますが、同法では次のように定められています。 
 
「住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実

に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接

に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されない

おそれがあるものと地方公共団体が認めるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的

として、この法律の定めるところにより地方公共団体が設立する法人」 

（地方独立行政法人法第 2条第 1 項） 

 
 私が最初にこの条文を読んだ際、「『…公共上の見地からその地域において確実に実施さ

れることが必要な事務及び事業』なのに、『地方公共団体が自ら主体となって直接に実施

する必要のない』もので、しかしながら、『民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施

されないおそれがある』とはどういうことだろう、しかも、そういうものであると、『地

方公共団体が認めるもの』とある、率直に言ってしまえば、行ったり来たり、不思議な文

章だな」との感想を持ちました。ただ、条文を繰り返し読み、よくよく考えてみると、吹

田市民病院の監査を考えるにあたって、とても含蓄のある文章ではないか、と感じるよう

になりました。「公共上の見地からその地域において確実に実施される必要がある」政策

医療の現状と課題がどこにあるのか、政策医療を支える運営費負担金はどうなっているの

か、様々な病院経営における事務（医師の働き方改革などの労務人事、契約、材料費の適

正化、債権管理、公益通報、個人情報、情報システム、医療安全など）を、法律を遵守し

ながら、「効率的かつ効果的に」行っていると言えるのか、この点を起点にして監査を行

うこととしました。 
 
 上記の地方独立行政法人の定義の中で、私が特に注目した点は、「地方公共団体が認め

るもの」という言葉です。結局、地方独立行政法人である吹田市民病院に対して、どのよ

うな役割を求めるのか、を決めるのは、100％出資をし、毎年、税金を原資とする運営費
負担金を拠出する吹田市です。ただ、適切に吹田市が判断するためには、吹田市民病院の

現状について詳細で正確な情報が開示され、その情報をもとに吹田市民病院と吹田市が協

議を重ねることが必要不可欠です。監査意見の中で、「一般に採算性確保に困難を伴う政

策医療に関し、吹田市が支出すべき運営費負担金の内容や規模、翻って、吹田市民病院に

どのような機能、規模や体制を期待するのかの検討に活かせるように、吹田市民病院は、

政策医療の進捗状況の検証や体制構築に向けた取組状況を密に提供すべきである」（【意見

2】の後段）と述べ、地方独立行政法人化の効果検証を求め（【意見 5】）、市議会や委員会
における病院職員の出席を求め（【意見 6】）、吹田市と吹田市民病院双方に対して、運営費
負担金の積算基準の見直しを求め（【意見 7】）、運営費負担金の交付根拠の文書化（【結果
2】）や運営費負担金の協議経緯などの記録の保存（【意見 9】）を求め、予算の実態に即し
た積算（【意見 10】）を求めたのは、これらのことを行うことが、吹田市、ひいては吹田市
民が、地方独立行政法人である吹田市民病院に対して、どこまでの役割を、どこまでのコ

ストを掛けて求めるのかを考えるために必要不可欠であると考えたからです。「地方公共

団体が認めるもの」という言葉には、このような意味が込められている、と私は考えます。

もちろん、本監査報告書の意見や結果の中には、一朝一夕で解決できない問題も多く含ま

れていると思います。また、吹田市民病院や吹田市の現場で働いておられる方からは、も

しかすると戸惑いがある意見もあるかもしれません。それでも、私としては、今回の報告

書が地方独立行政法人化 10 年を経過した吹田市民病院の今後のあり方を考える材料にな
り、長い目で見れば吹田市民病院、吹田市、吹田市民のためになることを願っています。 
  
 最後になりましたが、病院という極めて多忙な、しかも患者の命と健康を守るという重
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大な役割を果たしておられるなか、全面的に監査に協力いただいた吹田市民病院の担当者

のみなさんや、吹田市の健康まちづくり室、消防本部警防救急室、企画財政室の担当者の

みなさんに心より感謝いたします。 
また、3 年間の包括外部監査人を務めさせていただき、改めて私が子どもから大人にな

るまで長い時期を過ごした吹田市が好きになりました。これもご協力いただいたみなさん

のおかげです。ありがとうございました。 
以上 

  
 


	第１編　外部監査の概要
	第１ 監査の種類
	第２ 選定した特定の事件（テーマ）
	１ テーマ
	２ 監査対象部局
	３ 監査対象期間
	４ 特定の事件との利害関係

	第３ 特定の事件（テーマ）を選定した理由
	第４ 外部監査の方法
	１ 監査にあたって重視すべきと考えた7つの観点
	(1) 法律上、地方独立行政法人はどのようなことが期待されているのか（観点①～④）
	(2) 政策医療を担う公立病院の経営が全国的に困難な状況にあり、吹田市民病院も同様であること（観点⑤）
	(3) 多くの医療機関が集積している吹田市の特徴（観点⑥）
	(4) 病院事業を今後も継続的にかつ適正に運営していくために必要な体制整備ができているか（観点⑦）
	２ 7つの監査の観点を踏まえた具体的な監査項目
	(1) 監査の項目①-地方独立行政法人として政策医療・高度医療を適切に実行しているか
	(2) 監査の項目②-吹田市という医療体制が整備されている地域において他病院などとの適切な連携が行われているか
	(3) 監査の項目③-厳しい経営状況が続く中、今後も病院事業が持続可能となるような取組（損益管理、予算作成、ＰＤＣＡなど）が行われているのか
	(4) 監査の項目④-不採算な政策医療・高度医療を担う地方独立行政法人に対して運営費負担金制度が適切に運用されているか
	(5) 監査の項目⑤-地方独立行政法人化10年を経過して地方独立行政法人化の効果検証
	(6) 監査の項目➅-医師の働き方改革などへの対応
	(7) 監査の項目⑦-地方独立行政法人として適正に、効率的かつ効果的に病院事業を運営しているか（主に契約事務、債権管理）
	(8) 監査の項目⑧-個人情報保護、サイバー攻撃など情報セキュリティへの対応、公益通報制度の整備、医療安全管理体制の整備など
	３ 具体的な監査手続・監査の手法

	第５ 包括外部監査実施期間
	第６ 外部監査人及び監査人補助者
	１ 外部監査人
	２ 監査人補助者
	３ 利害関係

	第７ 定義等

	第２編　吹田市民病院の全般に関する報告
	第１ 吹田市民病院の概要
	１ 施設概要等
	２ 診療科
	３ 病院組織図（令和6年4月1日時点）
	４ 役員の状況（令和7年7月1日時点）（吹田市民病院ホームページ）
	５ 職員数（正規職員）（令和6年度業務実績報告書による）
	６ 病院理念
	７ 吹田市民病院の特色

	第２ 地方独立行政法人制度の概要と吹田市民病院の地方独立行政法人化の経緯
	１ 地方独立行政法人の制度概要
	(1) 地方独立行政法人法上の定義
	(2) 地方独立行政法人法の特徴
	(3) 一般的に指摘される地方独立行政法人化のメリット、デメリット
	２ 吹田市民病院の地方独立行政法人化の経緯

	第３ 吹田市内の総合病院の設置状況、北大阪健康医療都市（健都）、かかりつけ医との連携など
	１ 吹田市内の総合病院の設置状況
	２ 大阪府地域医療構想の概要と吹田市民病院の果たすべき役割
	３ 北大阪健康医療都市（健都）について
	４ 隣接する国立循環器病研究センターとの連携事例
	５ 患者支援センター、かかりつけ医との連携など


	第3編　吹田市民病院の事業の状況
	第１ 第3期中期目標（令和4年4月～8年3月）の概要と見込み評価結果など
	第２ 令和6年度の決算の状況と予算と決算の乖離
	第３ 近時の吹田市議会で吹田市民病院をめぐって行われた議論

	第４編　公立病院の置かれた状況、及び吹田市民病院と 隣接自治体の公立病院などとの経営状況の比較
	第１ 全国の公立病院の置かれた厳しい経営環境
	第２ 病院経営指標の比較から見える吹田市民病院の現状と課題
	１ 経営比較分析表
	２ 吹田市民病院の各指標の状況と類似病院、大阪府内の公立病院との比較
	(1) 各指標を比較した類似病院、大阪府内の公立病院について
	(2) 各指標の比較について
	(3) 各指標の比較から見える吹田市民病院の現状と課題

	第５編　結果、意見のまとめ表

	第６編　おわりに

